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日米安全保障共同宣言―21世紀に向けての同盟―
（仮訳）

（東京、平成８年４月17日）

１　本日、総理大臣と大統領は、歴史上最も成功している二国間関

係の一つである日米関係を祝した。両首脳は、この関係が世界の

平和と地域の安定並びに繁栄に深甚かつ積極的な貢献を行ってき

たことを誇りとした。日本と米国との間の堅固な同盟関係は、冷

戦の期間中、アジア太平洋地域の平和と安全の確保に役立った。

我々の同盟関係は、この地域の力強い経済成長の土台であり続け

る。両首脳は、日米両国の将来の安全と繁栄がアジア太平洋地域

の将来と密接に結びついていることで意見が一致した。

この同盟関係がもたらす平和と繁栄の利益は、両国政府のコミ

ットメントのみによるものではなく、自由と民主主義を確保する

ための負担を分担してきた日米両国民の貢献にもよるものである。

総理大臣と大統領は、この同盟関係を支えている人々、とりわけ、

米軍を受け入れている日本の地域社会及び、故郷を遠く離れて平

和と自由を守るために身を捧げている米国の人々に対し、深い感

謝の気持ちを表明した。

２　両国政府は、過去一年余、変わりつつあるアジア太平洋地域の

政治及び安全保障情勢並びに両国間の安全保障面の関係の様々な

側面について集中的な検討を行ってきた。この検討に基づいて、

総理大臣と大統領は、両国の政策を方向づける深遠な共通の価値、

即ち自由の維持、民主主義の追求、及び人権の尊重に対するコミ

ットメントを再確認した。両者は、日米間の協力の基盤は引き続

き堅固であり、21世紀においてもこのパートナーシップが引き続

き極めて重要であることで意見が一致した。

地域情勢

３　冷戦の終結以来、世界的な規模の武力紛争が生起する可能性は

遠のいている。ここ数年来、この地域の諸国の間で政治及び安全

保障についての対話が拡大してきている。民主主義の諸原則が

益々尊重されてきている。歴史上かつてないほど繁栄が広がり、

アジア太平洋という地域社会が出現しつつある。アジア太平洋地

域は、今や世界で最も活力ある地域となっている。

しかし、同時に、この地域には依然として不安定性及び不確実

性が存在する。朝鮮半島における緊張は続いている。核兵器を含

む軍事力が依然大量に集中している。未解決の領土問題、潜在的

な地域紛争、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散は全て地域の

不安定化をもたらす要因である。

日米同盟関係と相互協力及び安全保障条約

４　総理大臣と大統領は、この地域の安定を促進し、日米両国が直

面する安全保障上の課題に対処していくことの重要性を強調した。

これに関連して総理大臣と大統領は、日本と米国との間の同盟

関係が持つ重要な価値を再確認した。両者は、「日本国とアメリカ

合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」（以下、日米安保条約）

を基盤とする両国間の安全保障面の関係が、共通の安全保障上の

目標を達成するとともに、21世紀に向けてアジア太平洋地域にお

いて安定的で繁栄した情勢を維持するための基礎であり続けるこ

とを再確認した。

a 総理大臣は、冷戦後の安全保障情勢の下で日本の防衛力が適

切な役割を果たすべきことを強調する1995年11月策定の新防衛

大綱において明記された日本の基本的な防衛政策を確認した。

総理大臣と大統領は、日本の防衛のための最も効果的な枠組み

は、日米両国間の緊密な防衛協力であるとの点で意見が一致し

た。この協力は、自衛隊の適切な防衛能力と日米安保体制の組

み合わせに基づくものである。両首脳は、日米安保条約に基づ

く米国の抑止力は引き続き日本の安全保障の拠り所であること

を改めて確認した。

b 総理大臣と大統領は、米国が引き続き軍事的プレゼンスを維

持することは、アジア太平洋地域の平和と安定の維持のために

も不可欠であることで意見が一致した。両首脳は、日米間の安

全保障面の関係は、この地域における米国の肯定的な関与を支

える極めて重要な柱の一つとなっているとの認識を共有した。

大統領は、日本の防衛及びアジア太平洋地域の平和と安定に

対する米国のコミットメントを強調した。大統領は、冷戦の終

結以来、アジア太平洋地域における米軍戦力について一定の調

整が行われたことに言及した。米国は、周到な評価に基づき、

現在の安全保障情勢の下で米国のコミットメントを守るために

は、日本におけるほぼ現在の水準を含め、この地域において、

約10万人の前方展開軍事要員からなる現在の兵力構成を維持す

ることが必要であることを再確認した。

c 総理大臣は、この地域において安定的かつ揺るぎのない存在

であり続けるとの米国の決意を歓迎した。総理大臣は、日本に

おける米軍の維持のために、日本が、日米安保条約に基づく施

設及び区域の提供並びに接受国支援等を通じ適切な寄与を継続

することを再確認した。大統領は、米国は日本の寄与を評価す

ることを表明し、日本に駐留する米軍に対し財政的支援を提供

する新特別協定が締結されたことを歓迎した。

日米間の安全保障面の関係に基づく二国間協力

５　総理大臣と大統領は、この極めて重要な安全保障面での関係の

信頼性を強化することを目的として、以下の分野での協力を前進

させるために努力を払うことで意見が一致した。

a 両国政府は、両国間の緊密な防衛協力が日米同盟関係の中心

的要素であることを認識した上で、緊密な協議を継続すること

が不可欠であることで意見が一致した。両国政府は、国際情勢、

とりわけアジア太平洋地域についての情報及び意見の交換を一

層強化する。同時に、国際的な安全保障情勢において起こりう

る変化に対応して、両国政府の必要性を最も良く満たすような

防衛政策並びに日本における米軍の兵力構成を含む軍事態勢に

ついて引き続き緊密に協議する。

b 総理大臣と大統領は、日本と米国との間に既に構築されてい

る緊密な協力関係を増進するため、1978年の「日米防衛協力の

ための指針」の見直しを開始することで意見が一致した。

両首脳は、日本周辺地域において発生しうる事態で日本の平

和と安全に重要な影響を与える場合における日米間の協力に関

する研究をはじめ、日米間の政策調整を促進する必要性につき

意見が一致した。

c 総理大臣と大統領は、「日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊

との間の後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国

政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」が1996年４月15日署

名されたことを歓迎し、この協定が日米間の協力関係を一層促

進するものとなるよう期待を表明した。

d 両国政府は、自衛隊と米軍との間の協力のあらゆる側面にお

ける相互運用性の重要性に留意し、次期支援戦闘機（F－２）等

の装備に関する日米共同研究開発をはじめとする技術と装備の

分野における相互交流を充実する。

e 両国政府は、大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散は、両国

の共通の安全保障にとり重要な意味合いを有するものであるこ

とを認識した。両国政府は、拡散を防止するため共に行動して

いくとともに、既に進行中の弾道ミサイル防衛に関する研究に

おいて引き続き協力を行う。
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６　総理大臣と大統領は、日米安保体制の中核的要素である米軍の

円滑な日本駐留にとり、広範な日本国民の支持と理解が不可欠で

あることを認識した。両首脳は、両国政府が、米軍の存在と地位

に関連する諸問題に対応するためあらゆる努力を行うことで意見

が一致した。両首脳は、また、米軍と日本の地域社会との間の相

互理解を深めるため、一層努力を払うことで意見が一致した。

特に、米軍の施設及び区域が高度に集中している沖縄について、

総理大臣と大統領は、日米安保条約の目的との調和を図りつつ、

米軍の施設及び区域を整理し、統合し、縮小するために必要な方

策を実施する決意を再確認した。このような観点から、両首脳は、

「沖縄に関する特別行動委員会」（SACO）を通じてこれまで得られ

た重要な進展に満足の意を表するとともに、1996年４月15日の

SACO中間報告で示された広範な措置を歓迎した。両首脳は、1996

年11月までに、SACOの作業を成功裡に結実させるとの確固たるコ

ミットメントを表明した。

地域における協力

７　総理大臣と大統領は、両国政府が、アジア太平洋地域の安全保

障情勢をより平和的で安定的なものとするため、共同でも個別に

も努力することで意見が一致した。これに関連して、両首脳は、

日米間の安全保障面の関係に支えられたこの地域への米国の関与

が、こうした努力の基盤となっていることを認識した。両首脳は、

この地域における諸問題の平和的解決の重要性を強調した。

両首脳は、この地域の安定と繁栄にとり、中国が肯定的かつ建

設的な役割を果たすことが極めて重要であることを強調し、この

関連で、両国は中国との協力を更に深めていくことに関心を有す

ることを強調した。ロシアにおいて進行中の改革のプロセスは、

地域及び世界の安定に寄与するものであり、引き続き慫慂し、協

力するに足るものである。両首脳は、また、アジア太平洋地域の

平和と安定にとり、東京宣言に基づく日露関係の完全な正常化が

重要である旨述べた。両者は、朝鮮半島の安定が日米両国にとり

極めて重要であることにも留意し、そのために両国が、韓国と緊

密に協力しつつ、引き続きあらゆる努力を払っていくことを再確

認した。

総理大臣と大統領は、ASEAN地域フォーラムや、将来的には北

東アジアに関する安全保障対話のような、多数国間の地域的安全

保障についての対話及び協力の仕組みを更に発展させるため、両

国政府が共同して、及び地域内の他の国々と共に、作業を継続す

ることを再確認した。

地球的規模での協力

８　総理大臣と大統領は、日米安保条約が日米同盟関係の中核であ

り、地球的規模の問題についての日米協力の基盤たる相互信頼関

係の土台となっていることを認識した。

総理大臣と大統領は、両国政府が平和維持活動や人道的な国際

救援活動等を通じ、国際連合その他の国際機関を支援するための

協力を強化することで意見が一致した。

両国政府は、全面的核実験禁止条約（CTBT）交渉の促進並びに

大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散の防止を含め、軍備管理及

び軍縮等の問題についての政策調整及び協力を行う。両首脳は、

国連及びAPECにおける協力や、北朝鮮の核開発問題、中東和平プ

ロセス及び旧ユーゴースラヴィアにおける和平執行プロセス等の

問題についての協力を行なうことが、両国が共有する利益及び基

本的価値が一層確保されるような世界を構築する一助となるとの

点で意見が一致した。

結語

９　最後に、総理大臣と大統領は、安全保障、政治及び経済という

日米関係の三本の柱は全て両国の共有する価値観及び利益に基づ

いており、また、日米安保条約により体現された相互信頼の基盤

の上に成り立っているとの点で意見が一致した。総理大臣と大統

領は、21世紀を目前に控え、成功を収めてきた安全保障協力の歴

史の上に立って、将来の世代のために平和と繁栄を確保すべく共

に手を携えて行動していくとの強い決意を再確認した。

日米防衛協力のための指針
（ニューヨーク、平成９年９月23日）

Ⅰ　指針の目的

この指針の目的は、平素から並びに日本に対する武力攻撃及び

周辺事態に際してより効果的かつ信頼性のある日米協力を行うた

めの、堅固な基礎を構築することである。また、指針は、平素か

らの及び緊急事態における日米両国の役割並びに協力及び調整の

在り方について、一般的な大枠及び方向性を示すものである。

Ⅱ　基本的な前提及び考え方

指針及びその下で行われる取組みは、以下の基本的な前提及び

考え方に従う。

１　日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務並

びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更されない。

２　日本のすべての行為は、日本の憲法上の制約の範囲内におい

て、専守防衛、非核三原則等の日本の基本的な方針に従って行

われる。

３　日米両国のすべての行為は、紛争の平和的解決及び主権平等

を含む国際法の基本原則並びに国際連合憲章を始めとする関連

する国際約束に合致するものである。

４　指針及びその下で行われる取組みは、いずれの政府にも、立

法上、予算上又は行政上の措置をとることを義務づけるもので

はない。しかしながら、日米協力のための効果的な態勢の構築

が指針及びその下で行われる取組みの目標であることから、日

米両国政府が、各々の判断に従い、このような努力の結果を

各々の具体的な政策や措置に適切な形で反映することが期待さ

れる。日本のすべての行為は、その時々において適用のある国

内法令に従う。

Ⅲ　平素から行う協力

日米両国政府は、現在の日米安全保障体制を堅持し、また、

各々所要の防衛態勢の維持に努める。日本は、「防衛計画の大綱」

にのっとり、自衛のために必要な範囲内で防衛力を保持する。米

国は、そのコミットメントを達成するため、核抑止力を保持する

とともに、アジア太平洋地域における前方展開兵力を維持し、か

つ、来援し得るその他の兵力を保持する。

日米両国政府は、各々の政策を基礎としつつ、日本の防衛及び

より安定した国際的な安全保障環境の構築のため、平素から密接

な協力を維持する。

日米両国政府は、平素から様々な分野での協力を充実する。こ

の協力には、日米物品役務相互提供協定及び日米相互防衛援助協

定並びにこれらの関連取決めに基づく相互支援活動が含まれる。

１　情報交換及び政策協議

日米両国政府は、正確な情報及び的確な分析が安全保障の基

礎であると認識し、アジア太平洋地域の情勢を中心として、双

方が関心を有する国際情勢についての情報及び意見の交換を強

化するとともに、防衛政策及び軍事態勢についての緊密な協議

を継続する。

このような情報交換及び政策協議は、日米安全保障協議委員

会及び日米安全保障高級事務レベル協議（SSC）を含むあらゆ
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る機会をとらえ、できる限り広範なレベル及び分野において行

われる。

２　安全保障面での種々の協力

安全保障面での地域的な及び地球的規模の諸活動を促進する

ための日米協力は、より安定した国際的な安全保障環境の構築

に寄与する。

日米両国政府は、この地域における安全保障対話・防衛交流

及び国際的な軍備管理・軍縮の意義と重要性を認識し、これら

の活動を促進するとともに、必要に応じて協力する。

日米いずれかの政府又は両国政府が国際連合平和維持活動又

は人道的な国際救援活動に参加する場合には、日米両国政府は、

必要に応じて、相互支援のために密接に協力する。日米両国政

府は、輸送、衛生、情報交換、教育訓練等の分野における協力

の要領を準備する。

大規模災害の発生を受け、日米いずれかの政府又は両国政府

が関係政府又は国際機関の要請に応じて緊急援助活動を行う場

合には、日米両国政府は、必要に応じて密接に協力する。

３　日米共同の取組み

日米両国政府は、日本に対する武力攻撃に際しての共同作戦

計画についての検討及び周辺事態に際しての相互協力計画につ

いての検討を含む共同作業を行う。このような努力は、双方の

関係機関の関与を得た包括的なメカニズムにおいて行われ、日

米協力の基礎を構築する。

日米両国政府は、このような共同作業を検証するとともに、

自衛隊及び米軍を始めとする日米両国の公的機関及び民間の機

関による円滑かつ効果的な対応を可能とするため、共同演習・

訓練を強化する。また、日米両国政府は、緊急事態において関

係機関の関与を得て運用される日米間の調整メカニズムを平素

から構築しておく。

Ⅳ　日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等

日本に対する武力攻撃に際しての共同対処行動等は、引き続き

日米防衛協力の中核的要素である。

日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合には、日米両国政

府は、事態の拡大を抑制するための措置をとるとともに、日本の

防衛のために必要な準備を行う。日本に対する武力攻撃がなされ

た場合には、日米両国政府は、適切に共同して対処し、極力早期

にこれを排除する。

１　日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合

日米両国政府は、情報交換及び政策協議を強化するとともに、

日米間の調整メカニズムの運用を早期に開始する。日米両国政

府は、適切に協力しつつ、合意によって選択された準備段階に

従い、整合のとれた対応を確保するために必要な準備を行う。

日本は、米軍の来援基盤を構築し、維持する。また、日米両国

政府は、情勢の変化に応じ、情報収集及び警戒監視を強化する

とともに、日本に対する武力攻撃に発展し得る行為に対応する

ための準備を行う。

日米両国政府は、事態の拡大を抑制するため、外交上のもの

を含むあらゆる努力を払う。

なお、日米両国政府は、周辺事態の推移によっては日本に対

する武力攻撃が差し迫ったものとなるような場合もあり得るこ

とを念頭に置きつつ、日本の防衛のための準備と周辺事態への

対応又はそのための準備との間の密接な相互関係に留意する。

２　日本に対する武力攻撃がなされた場合

a 整合のとれた共同対処行動のための基本的な考え方

（イ） 日本は、日本に対する武力攻撃に即応して主体的に行

動し、極力早期にこれを排除する。その際、米国は、日本

に対して適切に協力する。このような日米協力の在り方は、

武力攻撃の規模、態様、事態の推移その他の要素により異

なるが、これには、整合のとれた共同の作戦の実施及びそ

のための準備、事態の拡大を抑制するための措置、警戒監

視並びに情報交換についての協力が含まれ得る。

（ロ） 自衛隊及び米軍が作戦を共同して実施する場合には、

双方は、整合性を確保しつつ、適時かつ適切な形で、各々

の防衛力を運用する。その際、双方は、各々の陸・海・空

部隊の効果的な統合運用を行う。自衛隊は、主として日本

の領域及びその周辺海空域において防勢作戦を行い、米軍

は、自衛隊の行う作戦を支援する。米軍は、また、自衛隊

の能力を補完するための作戦を実施する。

（ハ） 米国は、兵力を適時に来援させ、日本は、これを促進

するための基盤を構築し、維持する。

s 作戦構想

（イ） 日本に対する航空侵攻に対処するための作戦

自衛隊及び米軍は、日本に対する航空侵攻に対処するた

めの作戦を共同して実施する。

自衛隊は、防空のための作戦を主体的に実施する。

米軍は、自衛隊の行う作戦を支援するとともに、打撃力

の使用を伴うような作戦を含め、自衛隊の能力を補完する

ための作戦を実施する。

（ロ） 日本周辺海域の防衛及び海上交通の保護のための作戦

自衛隊及び米軍は、日本周辺海域の防衛のための作戦及

び海上交通の保護のための作戦を共同して実施する。

自衛隊は、日本の重要な港湾及び海峡の防備、日本周辺

海域における船舶の保護並びにその他の作戦を主体的に実

施する。

米軍は、自衛隊の行う作戦を支援するとともに、機動打

撃力の使用を伴うような作戦を含め、自衛隊の能力を補完

するための作戦を実施する。

（ハ） 日本に対する着上陸侵攻に対処するための作戦

自衛隊及び米軍は、日本に対する着上陸侵攻に対処する

ための作戦を共同して実施する。

自衛隊は、日本に対する着上陸侵攻を阻止し排除するた

めの作戦を主体的に実施する。

米軍は、主として自衛隊の能力を補完するための作戦を

実施する。その際、米国は、侵攻の規模、態様その他の要

素に応じ、極力早期に兵力を来援させ、自衛隊の行う作戦

を支援する。

（ニ） その他の脅威への対応

（ i ） 自衛隊は、ゲリラ・コマンドウ攻撃等日本領域に軍

事力を潜入させて行う不正規型の攻撃を極力早期に阻止

し排除するための作戦を主体的に実施する。その際、関

係機関と密接に協力し調整するとともに、事態に応じて

米軍の適切な支援を得る。

（ ii ） 自衛隊及び米軍は、弾道ミサイル攻撃に対応するた

めに密接に協力し調整する。米軍は、日本に対し必要な

情報を提供するとともに、必要に応じ、打撃力を有する

部隊の使用を考慮する。

d 作戦に係る諸活動及びそれに必要な事項

（イ） 指揮及び調整

自衛隊及び米軍は、緊密な協力の下、各々の指揮系統に

従って行動する。自衛隊及び米軍は、効果的な作戦を共同
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して実施するため、役割分担の決定、作戦行動の整合性の

確保等についての手続をあらかじめ定めておく。

（ロ） 日米間の調整メカニズム

日米両国の関係機関の間における必要な調整は、日米間

の調整メカニズムを通じて行われる。自衛隊及び米軍は、

効果的な作戦を共同して実施するため、作戦、情報活動及

び後方支援について、日米共同調整所の活用を含め、この

調整メカニズムを通じて相互に緊密に調整する。

（ハ） 通信電子活動

日米両国政府は、通信電子能力の効果的な活用を確保す

るため、相互に支援する。

（ニ） 情報活動

日米両国政府は、効果的な作戦を共同して実施するため、

情報活動について協力する。これには、情報の要求、収集、

処理及び配布についての調整が含まれる。その際、日米両

国政府は、共有した情報の保全に関し各々責任を負う。

（ホ） 後方支援活動

自衛隊及び米軍は、日米間の適切な取決めに従い、効率

的かつ適切に後方支援活動を実施する。

日米両国政府は、後方支援の効率性を向上させ、かつ、

各々の能力不足を軽減するよう、中央政府及び地方公共団

体が有する権限及び能力並びに民間が有する能力を適切に

活用しつつ、相互支援活動を実施する。その際、特に次の

事項に配慮する。

（ i ） 補給

米国は、米国製の装備品等の補給品の取得を支援し、

日本は、日本国内における補給品の取得を支援する。

（ ii） 輸送

日米両国政府は、米国から日本への補給品の航空輸送

及び海上輸送を含む輸送活動について、緊密に協力する。

（iii） 整備

日本は、日本国内において米軍の装備品の整備を支援

し、米国は、米国製の品目の整備であって日本の整備能

力が及ばないものについて支援を行う。整備の支援には、

必要に応じ、整備要員の技術指導を含む。また、日本は、

サルベージ及び回収に関する米軍の需要についても支援

を行う。

（iv） 施設

日本は、必要に応じ、日米安全保障条約及びその関連

取極に従って新たな施設・区域を提供する。また、作戦

を効果的かつ効率的に実施するために必要な場合には、

自衛隊及び米軍は、同条約及びその関連取極に従って、

自衛隊の施設及び米軍の施設・区域の共同使用を実施す

る。

（v） 衛生

日米両国政府は、衛生の分野において、傷病者の治療

及び後送等の相互支援を行う。

Ⅴ　日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を

与える場合（周辺事態）の協力

周辺事態は、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態であ

る。周辺事態の概念は、地理的なものではなく、事態の性質に着

目したものである。日米両国政府は、周辺事態が発生することの

ないよう、外交上のものを含むあらゆる努力を払う。日米両国政

府は、個々の事態の状況について共通の認識に到達した場合に、

各々の行う活動を効果的に調整する。なお、周辺事態に対応する

際にとられる措置は、情勢に応じて異なり得るものである。

１　周辺事態が予想される場合

周辺事態が予想される場合には、日米両国政府は、その事態

について共通の認識に到達するための努力を含め、情報交換及

び政策協議を強化する。

同時に、日米両国政府は、事態の拡大を抑制するため、外交

上のものを含むあらゆる努力を払うとともに、日米共同調整所

の活用を含め、日米間の調整メカニズムの運用を早期に開始す

る。また、日米両国政府は、適切に協力しつつ、合意によって

選択された準備段階に従い、整合のとれた対応を確保するため

に必要な準備を行う。更に、日米両国政府は、情勢の変化に応

じ、情報収集及び警戒監視を強化するとともに、情勢に対応す

るための即応態勢を強化する。

２　周辺事態への対応

周辺事態への対応に際しては、日米両国政府は、事態の拡大

の抑制のためのものを含む適切な措置をとる。これらの措置は、

上記Ⅱに掲げられた基本的な前提及び考え方に従い、かつ、

各々の判断に基づいてとられる。日米両国政府は、適切な取決

めに従って、必要に応じて相互支援を行う。

協力の対象となる機能及び分野並びに協力項目例は、以下に

整理し、別表に示すとおりである。

a 日米両国政府が各々主体的に行う活動における協力

日米両国政府は、以下の活動を各々の判断の下に実施する

ことができるが、日米間の協力は、その実効性を高めること

となる。

（イ） 救援活動及び避難民への対応のための措置

日米両国政府は、被災地の現地当局の同意と協力を得つ

つ、救援活動を行う。日米両国政府は、各々の能力を勘案

しつつ、必要に応じて協力する。

日米両国政府は、避難民の取扱いについて、必要に応じ

て協力する。避難民が日本の領域に流入してくる場合につ

いては、日本がその対応の在り方を決定するとともに、主

として日本が責任を持ってこれに対応し、米国は適切な支

援を行う。

（ロ） 捜索・救難

日米両国政府は、捜索・救難活動について協力する。日

本は、日本領域及び戦闘行動が行われている地域とは一線

を画される日本の周囲の海域において捜索・救難活動を実

施する。米国は、米軍が活動している際には、活動区域内

及びその付近での捜索・救難活動を実施する。

（ハ） 非戦闘員を退避させるための活動

日本国民又は米国国民である非戦闘員を第三国から安全

な地域に退避させる必要が生じる場合には、日米両国政府

は、自国の国民の退避及び現地当局との関係について各々

責任を有する。日米両国政府は、各々が適切であると判断

する場合には、各々の有する能力を相互補完的に使用しつ

つ、輸送手段の確保、輸送及び施設の使用に係るものを含

め、これらの非戦闘員の退避に関して、計画に際して調整

し、また、実施に際して協力する。日本国民又は米国国民

以外の非戦闘員について同様の必要が生じる場合には、日

米両国が、各々の基準に従って、第三国の国民に対して退

避に係る援助を行うことを検討することもある。

（ニ） 国際の平和と安定の維持を目的とする経済制裁の実効

性を確保するための活動

日米両国政府は、国際の平和と安定の維持を目的とする
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経済制裁の実効性を確保するための活動に対し、各々の基

準に従って寄与する。

また、日米両国政府は、各々の能力を勘案しつつ、適切

に協力する。そのような協力には、情報交換、及び国際連

合安全保障理事会決議に基づく船舶の検査に際しての協力

が含まれる。

s 米軍の活動に対する日本の支援

（イ） 施設の使用

日米安全保障条約及びその関連取極に基づき、日本は、

必要に応じ、新たな施設・区域の提供を適時かつ適切に行

うとともに、米軍による自衛隊施設及び民間空港・港湾の

一時的使用を確保する。

（ロ） 後方地域支援

日本は、日米安全保障条約の目的の達成のため活動する

米軍に対して、後方地域支援を行う。この後方地域支援は、

米軍が施設の使用及び種々の活動を効果的に行うことを可

能とすることを主眼とするものである。そのような性質か

ら、後方地域支援は、主として日本の領域において行われ

るが、戦闘行動が行われている地域とは一線を画される日

本の周囲の公海及びその上空において行われることもある

と考えられる。

後方地域支援を行うに当たって、日本は、中央政府及び

地方公共団体が有する権限及び能力並びに民間が有する能

力を適切に活用する。自衛隊は、日本の防衛及び公共の秩

序維持のための任務の遂行と整合を図りつつ、適切にこの

ような支援を行う。

d 運用面における日米協力

周辺事態は、日本の平和と安全に重要な影響を与えること

から、自衛隊は、生命・財産の保護及び航行の安全確保を目

的として、情報収集、警戒監視、機雷の除去等の活動を行う。

米軍は、周辺事態により影響を受けた平和と安全の回復のた

めの活動を行う。

自衛隊及び米軍の双方の活動の実効性は、関係機関の関与

を得た協力及び調整により、大きく高められる。

Ⅵ　指針の下で行われる効果的な防衛協力のための日米共同の取組

み

指針の下での日米防衛協力を効果的に進めるためには、平素、

日本に対する武力攻撃及び周辺事態という安全保障上の種々の状

況を通じ、日米両国が協議を行うことが必要である。日米防衛協

力が確実に成果を挙げていくためには、双方が様々なレベルにお

いて十分な情報の提供を受けつつ、調整を行うことが不可欠であ

る。このため、日米両国政府は、日米安全保障協議委員会及び日

米安全保障高級事務レベル協議を含むあらゆる機会をとらえて情

報交換及び政策協議を充実させていくほか、協議の促進、政策調

整及び作戦・活動分野の調整のための以下の２つのメカニズムを

構築する。

第一に、日米両国政府は、計画についての検討を行うとともに

共通の基準及び実施要領等を確立するため、包括的なメカニズム

を構築する。これには、自衛隊及び米軍のみならず、各々の政府

のその他の関係機関が関与する。

日米両国政府は、この包括的なメカニズムの在り方を必要に応

じて改善する。日米安全保障協議委員会は、このメカニズムの行

う作業に関する政策的な方向性を示す上で引き続き重要な役割を

有する。日米安全保障協議委員会は、方針を提示し、作業の進捗

を確認し、必要に応じて指示を発出する責任を有する。防衛協力

小委員会は、共同作業において、日米安全保障協議委員会を補佐

する。

第二に、日米両国政府は、緊急事態において各々の活動に関す

る調整を行うため、両国の関係機関を含む日米間の調整メカニズ

ムを平素から構築しておく。

１　計画についての検討並びに共通の基準及び実施要領等の確立

のための共同作業

双方の関係機関の関与を得て構築される包括的なメカニズム

においては、以下に掲げる共同作業を計画的かつ効率的に進め

る。これらの作業の進捗及び結果は、節目節目に日米安全保障

協議委員会及び防衛協力小委員会に対して報告される。

a 共同作戦計画についての検討及び相互協力計画についての

検討

自衛隊及び米軍は、日本に対する武力攻撃に際して整合の

とれた行動を円滑かつ効果的に実施し得るよう、平素から共

同作戦計画についての検討を行う。また、日米両国政府は、

周辺事態に円滑かつ効果的に対応し得るよう、平素から相互

協力計画についての検討を行う。

共同作戦計画についての検討及び相互協力計画についての

検討は、その結果が日米両国政府の各々の計画に適切に反映

されることが期待されるという前提の下で、種々の状況を想

定しつつ行われる。日米両国政府は、実際の状況に照らして、

日米両国各々の計画を調整する。日米両国政府は、共同作戦

計画についての検討と相互協力計画についての検討との間の

整合を図るよう留意することにより、周辺事態が日本に対す

る武力攻撃に波及する可能性のある場合又は両者が同時に生

起する場合に適切に対応し得るようにする。

s 準備のための共通の基準の確立

日米両国政府は、日本の防衛のための準備に関し、共通の

基準を平素から確立する。この基準は、各々の準備段階にお

ける情報活動、部隊の活動、移動、後方支援その他の事項を

明らかにするものである。日本に対する武力攻撃が差し迫っ

ている場合には、日米両国政府の合意により共通の準備段階

が選択され、これが、自衛隊、米軍その他の関係機関による

日本の防衛のための準備のレベルに反映される。

同様に、日米両国政府は、周辺事態における協力措置の準

備に関しても、合意により共通の準備段階を選択し得るよう、

共通の基準を確立する。

d 共通の実施要領等の確立

日米両国政府は、自衛隊及び米軍が日本の防衛のための整

合のとれた作戦を円滑かつ効果的に実施できるよう、共通の

実施要領等をあらかじめ準備しておく。これには、通信、目

標位置の伝達、情報活動及び後方支援並びに相撃防止のため

の要領とともに、各々の部隊の活動を適切に律するための基

準が含まれる。また、自衛隊及び米軍は、通信電子活動等に

関する相互運用性の重要性を考慮し、相互に必要な事項をあ

らかじめ定めておく。

２　日米間の調整メカニズム

日米両国政府は、日米両国の関係機関の関与を得て、日米間

の調整メカニズムを平素から構築し、日本に対する武力攻撃及

び周辺事態に際して各々が行う活動の間の調整を行う。

調整の要領は、調整すべき事項及び関与する関係機関に応じ

て異なる。調整の要領には、調整会議の開催、連絡員の相互派

遣及び連絡窓口の指定が含まれる。自衛隊及び米軍は、この調

整メカニズムの一環として、双方の活動について調整するため、
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必要なハードウェア及びソフトウェアを備えた日米共同調整所

を平素から準備しておく。

Ⅶ　指針の適時かつ適切な見直し

日米安全保障関係に関連する諸情勢に変化が生じ、その時の状況

に照らして必要と判断される場合には、日米両国政府は、適時かつ

適切な形でこの指針を見直す。

（別表省略　資料45参照）

再編実施のための日米のロードマップ（仮訳）
（ワシントンDC、平成18年５月１日）

概観

2005年10月29日、日米安全保障協議委員会の構成員たる閣僚は、

その文書「日米同盟：未来のための変革と再編」において、在日米

軍及び関連する自衛隊の再編に関する勧告を承認した。その文書に

おいて、閣僚は、それぞれの事務当局に対して、「これらの個別的か

つ相互に関連する具体案を最終的に取りまとめ、具体的な実施日程

を含めた計画を2006年３月までに作成するよう」指示した。この作

業は完了し、この文書に反映されている。

再編案の最終取りまとめ

個別の再編案は統一的なパッケージとなっている。これらの再編

を実施することにより、同盟関係にとって死活的に重要な在日米軍

のプレゼンスが確保されることとなる。

これらの案の実施における施設整備に要する建設費その他の費用

は、明示されない限り日本国政府が負担するものである。米国政府

は、これらの案の実施により生ずる運用上の費用を負担する。両政

府は、再編に関連する費用を、地元の負担を軽減しつつ抑止力を維

持するという、2005年10月29日の日米安全保障協議委員会文書にお

けるコミットメントに従って負担する。

実施に関する主な詳細

１　沖縄における再編

a 普天間飛行場代替施設

●日本及び米国は、普天間飛行場代替施設を、辺野古岬とこ

れに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を結ぶ形で設置し、V

字型に配置される２本の滑走路はそれぞれ1600メートルの

長さを有し、２つの100メートルのオーバーランを有する。

各滑走路の在る部分の施設の長さは、護岸を除いて1800メ

ートルとなる（別添の2006年４月28日付概念図参照）。この

施設は、合意された運用上の能力を確保するとともに、安

全性、騒音及び環境への影響という問題に対処するもので

ある。

●合意された支援施設を含めた普天間飛行場代替施設をキャ

ンプ・シュワブ区域に設置するため、キャンプ・シュワブ

の施設及び隣接する水域の再編成などの必要な調整が行わ

れる。

●普天間飛行場代替施設の建設は、2014年までの完成が目標

とされる。

●普天間飛行場代替施設への移設は、同施設が完全に運用上

の能力を備えた時に実施される。

●普天間飛行場の能力を代替することに関連する、航空自衛

隊新田原基地及び築城基地の緊急時の使用のための施設整

備は、実地調査実施の後、普天間飛行場の返還の前に、必

要に応じて、行われる。

●民間施設の緊急時における使用を改善するための所要が、

二国間の計画検討作業の文脈で検討され、普天間飛行場の

返還を実現するために適切な措置がとられる。

●普天間飛行場代替施設の工法は、原則として、埋立てとなる。

●米国政府は、この施設から戦闘機を運用する計画を有して

いない。

b 兵力削減とグアムへの移転

●約8000名の第３海兵機動展開部隊の要員と、その家族約

9000名は、部隊の一体性を維持するような形で2014年まで

に沖縄からグアムに移転する。移転する部隊は、第３海兵

機動展開部隊の指揮部隊、第３海兵師団司令部、第３海兵

後方群（戦務支援群から改称）司令部、第１海兵航空団司

令部及び第12海兵連隊司令部を含む。

●対象となる部隊は、キャンプ・コートニー、キャンプ・ハ

ンセン、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧及び牧港補給地区

といった施設から移転する。

●沖縄に残る米海兵隊の兵力は、司令部、陸上、航空、戦闘

支援及び基地支援能力といった海兵空地任務部隊の要素か

ら構成される。

●第３海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための施設及び

インフラの整備費算定額102.7億ドルのうち、日本は、これ

らの兵力の移転が早期に実現されることへの沖縄住民の強

い希望を認識しつつ、これらの兵力の移転が可能となるよ

う、グアムにおける施設及びインフラ整備のため、 28億ド

ルの直接的な財政支援を含め、60.9億ドル（2008米会計年

度の価格）を提供する。米国は、グアムへの移転のための

施設及びインフラ整備費の残りを負担する。これは、2008

米会計年度の価格で算定して、財政支出31.8億ドルと道路

のための約10億ドルから成る。

c 土地の返還及び施設の共同使用

●普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の返還及び

グアムへの第３海兵機動展開部隊要員の移転に続いて、沖

縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相当

規模の土地の返還が可能となる

●双方は、2007年３月までに、統合のための詳細な計画を作

成する。この計画においては、以下の６つの候補施設につ

いて、全面的又は部分的な返還が検討される。

○キャンプ桑江：全面返還。

○キャンプ瑞慶覧：部分返還及び残りの施設とインフラの

可能な限りの統合。

○普天間飛行場：全面返還（上記の普天間飛行場代替施設

の項を参照）。

○牧港補給地区：全面返還。

○那覇港湾施設：全面返還（浦添に建設される新たな施設

（追加的な集積場を含む。）に移設）。

○陸軍貯油施設第１桑江タンク・ファーム：全面返還。

●返還対象となる施設に所在する機能及び能力で、沖縄に残

る部隊が必要とするすべてのものは、沖縄の中で移設され

る。これらの移設は、対象施設の返還前に実施される。

●SACO最終報告の着実な実施の重要性を強調しつつ、SACO

による移設・返還計画については、再評価が必要となる可

能性がある。

●キャンプ・ハンセンは、陸上自衛隊の訓練に使用される。

施設整備を必要としない共同使用は、2006年から可能とな

る。

●航空自衛隊は、地元への騒音の影響を考慮しつつ、米軍と

の共同訓練のために嘉手納飛行場を使用する。

d 再編案間の関係

資料38
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●全体的なパッケージの中で、沖縄に関連する再編案は、相

互に結びついている。

●特に、嘉手納以南の統合及び土地の返還は、第３海兵機動

展開部隊要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転完了

に懸かっている。

●沖縄からグアムへの第３海兵機動展開部隊の移転は、a普

天間飛行場代替施設の完成に向けた具体的な進展、sグア

ムにおける所要の施設及びインフラ整備のための日本の資

金的貢献に懸かっている。

２　米陸軍司令部能力の改善

●キャンプ座間の米陸軍司令部は、2008米会計年度までに改編

される。その後、陸上自衛隊中央即応集団司令部が、2012年

度（以下、日本国の会計年度）までにキャンプ座間に移転す

る。自衛隊のヘリコプターは、キャンプ座間のキャスナー・

ヘリポートに出入りすることができる。

●在日米陸軍司令部の改編に伴い、戦闘指揮訓練センターその

他の支援施設が、米国の資金で相模総合補給廠内に建設され

る。

●この改編に関連して、キャンプ座間及び相模総合補給廠の効

率的かつ効果的な使用のための以下の措置が実施される。

○相模総合補給廠の一部は、地元の再開発のため（約15ヘク

タール）、また、道路及び地下を通る線路のため（約２ヘク

タール）に返還される。影響を受ける住宅は相模原住宅地

区に移設される。

○相模総合補給廠の北西部の野積場の特定の部分（約35ヘク

タール）は、緊急時や訓練目的に必要である時を除き、地

元の使用に供される。

○キャンプ座間のチャペル・ヒル住宅地区の一部（1.1ヘクタ

ール）は、影響を受ける住宅のキャンプ座間内での移設後

に、日本国政府に返還される。チャペル・ヒル住宅地区に

おける、あり得べき追加的な土地返還に関する更なる協議

は、適切に行われる。

３　横田飛行場及び空域

●航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊は、2010年度に横田

飛行場に移転する。施設の使用に関する共同の全体計画は、

施設及びインフラの所要を確保するよう作成される。

●横田飛行場の共同統合運用調整所は、防空及びミサイル防衛

に関する調整を併置して行う機能を含む。日本国政府及び米

国政府は、自らが必要とする装備やシステムにつきそれぞれ

資金負担するとともに、双方は、共用する装備やシステムの

適切な資金負担について調整する。

●軍事運用上の所要を満たしつつ、横田空域における民間航空

機の航行を円滑化するため、以下の措置が追求される。

○民間航空の事業者に対して、横田空域を通過するための既

存の手続について情報提供するプログラムを2006年度に立

ち上げる。

○横田空域の一部について、2008年９月までに管制業務を日

本に返還する。返還される空域は、2006年10月までに特定

される。

○横田空域の一部について、軍事上の目的に必要でないとき

に管制業務の責任を一時的に日本国の当局に移管するため

の手続を2006年度に作成する。

○日本における空域の使用に関する、民間及び（日本及び米

国の）軍事上の所要の将来の在り方を満たすような、関連

空域の再編成や航空管制手続の変更のための選択肢を包括

的に検討する一環として、横田空域全体のあり得べき返還

に必要な条件を検討する。この検討は、嘉手納レーダー進

入管制業務の移管の経験から得られる教訓や、在日米軍と

日本の管制官の併置の経験から得られる教訓を考慮する。

この検討は2009年度に完了する。

●日本国政府及び米国政府は、横田飛行場のあり得べき軍民共

同使用の具体的な条件や態様に関する検討を実施し、開始か

ら12か月以内に終了する。

○この検討は、共同使用が横田飛行場の軍事上の運用や安全

及び軍事運用上の能力を損なってはならないとの共通の理

解の下で行われる。

○両政府は、この検討の結果に基づき協議し、その上で軍民

共同使用に関する適切な決定を行う。

４　厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐

●第５空母航空団の厚木飛行場から岩国飛行場への移駐は、

F/A-18、EA-6B、E-2C及びC-2航空機から構成され、a必要な

施設が完成し、s訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域の

調整が行われた後、2014年までに完了する。

●厚木飛行場から行われる継続的な米軍の運用の所要を考慮し

つつ、厚木飛行場において、海上自衛隊EP-3、OP-3、UP-3飛

行隊等の岩国飛行場からの移駐を受け入れるための必要な施

設が整備される。

●KC-130飛行隊は、司令部、整備支援施設及び家族支援施設と

ともに、岩国飛行場を拠点とする。航空機は、訓練及び運用

のため、海上自衛隊鹿屋基地及びグアムに定期的にローテー

ションで展開する。KC-130航空機の展開を支援するため、鹿

屋基地において必要な施設が整備される。

●海兵隊CH-53Dヘリは、第３海兵機動展開部隊の要員が沖縄か

らグアムに移転する際に、岩国飛行場からグアムに移転する。

●訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域は、米軍、自衛隊及

び民間航空機（隣接する空域内のものを含む）の訓練及び運

用上の所要を安全に満たすよう、合同委員会を通じて、調整

される。

●恒常的な空母艦載機離発着訓練施設について検討を行うため

の二国間の枠組みが設けられ、恒常的な施設を2009年７月又

はその後のできるだけ早い時期に選定することを目標とする。

●将来の民間航空施設の一部が岩国飛行場に設けられる。

５　ミサイル防衛

●双方が追加的な能力を展開し、それぞれの弾道ミサイル防衛

能力を向上させることに応じて、緊密な連携が継続される。

●新たな米軍のXバンド・レーダー・システムの最適な展開地と

して航空自衛隊車力分屯基地が選定された。レーダーが運用

可能となる2006年夏までに、必要な措置や米側の資金負担に

よる施設改修が行われる。

●米国政府は、Xバンド・レーダーのデータを日本国政府と共有

する。

●米軍のパトリオットPAC-3能力が、日本における既存の米軍

施設・区域に展開され、可能な限り早い時期に運用可能とな

る。

６　訓練移転

●双方は、2007年度からの共同訓練に関する年間計画を作成す

る。必要に応じて、2006年度における補足的な計画が作成さ

れ得る。

●当分の間、嘉手納飛行場、三沢飛行場及び岩国飛行場の３つ

の米軍施設からの航空機が、千歳、三沢、百里、小松、築城
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及び新田原の自衛隊施設から行われる移転訓練に参加する。

双方は、将来の共同訓練・演習のための自衛隊施設の使用拡

大に向けて取り組む。

●日本国政府は、実地調査を行った上で、必要に応じて、自衛

隊施設における訓練移転のためのインフラを改善する。

●移転される訓練については、施設や訓練の所要を考慮して、

在日米軍が現在得ることのできる訓練の質を低下させること

はない。

●一般に、共同訓練は、１回につき１～５機の航空機が１～７

日間参加するものから始め、いずれ、６～12機の航空機が８

～14日間参加するものへと発展させる。

●共同使用の条件が合同委員会合意で定められている自衛隊施

設については、共同訓練の回数に関する制限を撤廃する。各

自衛隊施設の共同使用の合計日数及び１回の訓練の期間に関

する制限は維持される。

●日本国政府及び米国政府は、即応性の維持が優先されること

に留意しつつ、共同訓練の費用を適切に分担する。

（別添概念図省略）

在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組に
ついて

平成18年５月30日

閣　議　決　定

１　日米両国政府は、自衛隊及び米軍の役割・任務・能力並びに在

日米軍の兵力構成見直しについて協議を進め、平成17年10月29日

の日米安全保障協議委員会において、これらに関する勧告が承認

された。日米両国政府は、引き続き協議を進め、平成18年５月１

日の日米安全保障協議委員会において、在日米軍の兵力構成見直

し等についての具体的措置（以下「再編関連措置」という。）を含

む最終取りまとめが承認された。

２　新たな安全保障環境において、引き続き我が国の安全を確保し、

アジア太平洋地域の平和と安定を維持していくためには、日米安

全保障体制を維持・発展させていくことが重要である。在日米軍

の駐留は日米安全保障体制の中核であり、米軍の使用する施設・

区域の安定的な使用を確保する必要がある。

米軍の使用する施設・区域が沖縄県に集中し、また、本土にお

いても施設・区域の周辺で市街化が進み、住民の生活環境や地域

振興に大きな影響を及ぼしている。こうした現状を踏まえると、

幅広い国民の理解と協力を得て今後とも施設・区域の安定的な使

用を確保し、日米安全保障体制を維持・発展させるためには、抑

止力を維持しつつ地元の負担を軽減することが重要である。

３　最終取りまとめには、米軍の使用する施設・区域が集中する沖

縄県からの約8000名の海兵隊要員の削減、普天間飛行場のキャン

プ・シュワブへの移設、嘉手納飛行場以南の人口が密集している

地域の相当規模の土地の返還（普天間飛行場、牧港補給地区、那

覇港湾施設等の全面返還を含む。）、横田飛行場における航空自衛

隊航空総隊司令部の併置等による司令部間の連携強化、キャンプ

座間における在日米陸軍司令部の改編、航空自衛隊車力分屯基地

への弾道ミサイル防衛のための米軍のレーダー・システムの配置、

厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐、キャンプ座間

及び相模総合補給廠の一部返還、訓練の移転等の具体的な措置が

盛り込まれている。

これらの再編関連措置については、最終取りまとめに示された

実施時期を踏まえつつ、着実に実施していくものとする。

４　我が国の平和と安全を保つための安全保障体制の確保は政府の

最も重要な施策の一つであり、政府が責任をもって取り組む必要

がある。その上で、再編関連措置を実施する際に、地元地方公共

団体において新たな負担を伴うものについては、かかる負担を担

う地元地方公共団体の要望に配慮し、我が国の平和と安全への大

きな貢献にこたえるよう、地域振興策等の措置を実施するものと

する。

また、返還跡地の利用の促進及び駐留軍従業員の雇用の安定確

保等について、引き続き、全力で取り組むものとする。

５　沖縄県に所在する海兵隊部隊のグアムへの移転については、米

軍の使用する施設・区域が集中する沖縄県の負担の軽減にとって

極めて重要であり、我が国としても所要の経費を分担し、これを

早期に実現するものとする。

６　政府としては、このような考え方の下、法制面及び経費面を含

め、再編関連措置を的確かつ迅速に実施するための措置を講ずる

こととする。他方、厳しい財政事情の下、政府全体として一層の

経費の節減合理化を行う中で、防衛関係費においても、更に思い

切った合理化・効率化を行い、効率的な防衛力整備に努める。「中

期防衛力整備計画（平成17年度～平成21年度）」（平成16年12月10

日閣議決定）については、在日米軍の兵力構成見直し等の具体的

な内容を踏まえ、再編関連措置に要する経費全体の見積もりが明

確となり次第、見直すものとする。

７　普天間飛行場の移設については、平成18年５月１日に日米安全

保障協議委員会において承認された案を基本として、政府、沖縄

県及び関係地方公共団体の立場並びに普天間飛行場の移設に係る

施設、使用協定、地域振興等に関するこれまでの協議の経緯を踏

まえて、普天間飛行場の危険性の除去、周辺住民の生活の安全、

自然環境の保全及び事業の実行可能性に留意して進めることとし、

早急に代替施設の建設計画を策定するものとする。

具体的な代替施設の建設計画、安全・環境対策及び地域振興に

ついては、沖縄県及び関係地方公共団体と協議機関を設置して協

議し、対応するものとする。

これに伴い、「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（平成11年

12月28日閣議決定）は廃止するものとする。

なお、平成18年度においては、上記の政府方針に定める「Ⅱ

地域の振興について」に基づく事業については実施するものとす

る。

日米安全保障協議委員会（「２＋２」）共同発表（仮
訳）

（ワシントンDC、平成19年５月１日）

同盟の変革：日米の安全保障及び防衛協力の進展

Ⅰ．概観

日米安全保障関係は、日本の防衛の基盤であり、アジア太平洋地

域の平和及び安全の要である。安全保障協議委員会（SCC）の構成

員たる閣僚は、過去２年間の安全保障協議委員会の会合及び発表文

において示された展望に従って、二国間の安全保障及び防衛協力が

近年進展していることを歓迎した。2006年７月のミサイル発射及び

同年10月の核実験を含む北朝鮮による挑発は、常に変化する安全保

障環境において同盟が引き続き有効であることを確保するためには、

日米同盟の変革が重要であるということを明確に認識させるもので

ある。

閣僚は、現在の拡大する日米協力が、数年前に始まった同盟の更

新及び強化のためのこれまでの努力によって可能となったように、

両国が現在同盟に対して行う投資によって、平和及び安全に対する

将来の課題に対して、同盟が効果的に対応することが可能となるこ
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とを認識した。

さらに、閣僚は、相互協力及び安全保障条約の伝統的な役割の重

要性を強調した。同条約は、日本政府に対する米国の安全保障を確

かなものとしつつ、同盟関係にとって死活的に重要な在日米軍のプ

レゼンスを可能としてきた。米国の拡大抑止は、日本の防衛及び地

域の安全保障を支えるものである。米国は、あらゆる種類の米国の

軍事力（核及び非核の双方の打撃力及び防衛能力を含む。）が、拡大

抑止の中核を形成し、日本の防衛に対する米国のコミットメントを

裏付けることを再確認した。

この文脈において、閣僚は、新たに発生している安全保障上の課

題に対して、より効果的に対応するために、二国間の情報協力及び

情報共有を拡大し深化する必要性を強調した。閣僚は、また、秘密

を保護するためのメカニズムを強化することとした。

安倍晋三総理大臣及びジョージ・W・ブッシュ大統領は、2006年

11月18日に会談し、日米二国間の安全保障協力、特に弾道ミサイル

防衛（BMD）の分野における協力の検討を求め、2007年４月27日の

首脳会談においてその重要性を改めて強調した。閣僚は、本日、共

通戦略目標及び同盟の変革の文脈において、この議題に焦点を当て

た。

閣僚は、また、日本の防衛組織の庁から省への移行及び自衛隊の

国際平和協力活動の本来任務化を歓迎した。

Ⅱ．共通戦略目標

日本及び米国は、国際社会において基本的人権、民主主義、法の

支配といった基本的価値を促進することを確約している。2005年２

月19日、閣僚は、二国間の協力を進展させるための広範な基礎とな

る共通戦略目標を特定した。

本日の会合において、閣僚は、現在の国際安全保障環境を考慮し

つつ、これらの共通戦略目標へのコミットメントを再確認した。こ

の文脈において、閣僚は、2007年２月13日、第５回六者会合におい

て採択された「共同声明の実施のための初期段階の措置」を歓迎し、

北朝鮮が同文書に記されたコミットメントを速やかに実施するよう

促した。

閣僚は、今般の協議において、両国の利益を進展させる以下の戦

略目標を強調した。

・六者会合を通じて朝鮮半島の非核化を達成し、また、その他の分

野での進展を展望した2005年９月19日の共同声明を完全に実施す

る。これには、北朝鮮と米国及び日本との国交正常化、拉致問題

といった人道上の問題の解決、北東アジアの恒久的な平和及び安

定のための共同の努力に対する六者すべてのコミットメントが含

まれる。

・すべての国連加盟国が国連憲章第７章下の決議である国連安保理

決議第1718号の規定を遵守する義務を引き続き有していることに

留意しつつ、同決議の迅速かつ完全な実施を達成する。

・地域及び世界の安全保障に対する中国の貢献の重要性を認識しつ

つ、中国に対して、責任ある国際的なステークホルダーとして行

動すること、軍事分野における透明性を高めること、及び、表明

した政策と行動との間の一貫性を維持することを更に促す。

・アジア太平洋経済協力（APEC）が地域の安定、安全及び繁栄の促

進において果たす極めて重要な役割を認識し、APECを卓越した地

域経済フォーラムとして強化するための協力を増進する。

・東南アジアにおいて民主的価値、良き統治、法の支配、人権、基

本的自由及び統合された市場経済を促進するとの東南アジア諸国

連合（ASEAN）の努力を支援し、また、二国間及びASEAN地域フ

ォーラムを通じ、非伝統的及び国境を越える重大な安全保障上の

問題についての地域の能力及び協力を構築する。

・共有する民主的価値及び利益に基づき、安全保障及び防衛の分野

を含め、地域及び世界において、米国、日本及び豪州の三国間協

力を更に強化する。

・インドの継続的な成長が地域の繁栄、自由及び安全に密接に繋が

っていることを認識しつつ、共通の利益の分野を進展させ協力を

強化するため、インドとのパートナーシップを引き続き強化する。

・アフガニスタンの成功裡の経済復興及び政治的安定を確保する。

これは、より広範な地域の安全の確保及びテロリズムの打破のた

めに不可欠である。その目的のため、日米両国は、復興、開発及

び安全保障を必要とするアフガニスタンの移行を支援することを

確約している。

・自らを統治し、防衛し、持続させる能力を持ち、テロとの闘いの

同盟国にとどまる、統一された民主的なイラクの建設に貢献する。

・イランに国際原子力機関（IAEA）の要求を完全に遵守させること

を目的とする国連安保理決議第1737号及び第1747号の迅速かつ完

全な実施を達成する。両国は、中東におけるイランの行動に関し

て国際社会が引き続き有する懸念に留意しつつ、イランがテロの

問題に関して責任ある姿勢を示すことにより国際社会においてよ

り積極的な役割を果たすべきであるとの見解で一致している。

・北大西洋条約機構（NATO）の平和及び安全への世界的な貢献と

日米同盟の共通戦略目標とが一致し、かつ、補完的であることを

認識しつつ、より広範な日本とNATOとの協力を達成する。

Ⅲ．役割・任務・能力

2005年10月29日、安全保障協議委員会は、自衛隊及び米軍の役

割・任務・能力に関するイニシアティブを示した文書「日米同盟：

未来のための変革と再編」を承認した。同文書に示された安全保障

に関する事項を遂行することは、現在の安全保障環境における多様

な課題に対応する同盟の能力にとって不可欠である。

閣僚は、この同盟の変革に関する構想に沿った役割・任務・能力

の進展を確認するとともに、以下を強調した。

・自衛隊による国際平和維持活動、国際緊急援助活動及び周辺事態

への対応の本来任務化。これは、国際安全保障環境の改善への日

本の貢献の重要性に対する関心の高まりを反映するものである。

この文脈において、閣僚は、イラクの復興努力に対する自衛隊の

支援及びインド洋で活動する諸外国の軍隊等に対する自衛隊の支

援につき議論した。

・変化する安全保障環境を反映し、また、地域の危機において共に

行動する自衛隊及び米軍がより良い態勢をとるための、より具体

的な計画検討作業の持続的な進展。そのような計画検討作業には

広範な機能及び分野において更なる調整が必要とされることから、

関係省庁の計画検討作業過程への積極的な参加が引き続き極めて

重要である。

・軍事情報包括保護協定（GSOMIA）としても知られる、秘密軍事

情報の保護のための秘密保持の措置に関する両政府間の実質的合

意。GSOMIAは、情報交換を円滑化し、情報並びに防衛装備計画

及び運用情報の共有に資する情報保全のための共通の基礎を確立

するものである。

・二国間の化学・生物・放射線・核（CBRN）防護作業部会の設立。

これは、大量破壊兵器による攻撃を受けた場合に運用能力の持続

を確保するべく、CBRN兵器に対する自衛隊及び米軍部隊の即応態

勢及び相互運用性を改善することに関し着実な進展を図るもので

ある。

・危機及びそれ以前における、政策、運用、情報及び広報に係る方

針を調整するための、柔軟な二国間の省庁間調整メカニズムの構

築。
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・相互運用性を強化し同盟の役割・任務・能力を推進させるための、

二国間の共同訓練の実施。

閣僚は、日本及び地域の安全保障にとって米軍のプレゼンスが重

要性を増していることを認識しつつ、同盟の変革の成功を確保する

ための適切な資源が必要であることを強調した。両同盟国は、また、

同盟の能力を改善し、かつ、在日米軍のプレゼンスを維持するため

の資源を確保すべく最善の努力を払う。

Ⅳ．再編ロードマップの実施

閣僚は、2006年５月の安全保障協議委員会文書「再編実施のため

の日米のロードマップ」に記されている再編案を着実に実施する決

意を再確認した。これらの再編案は、実施されれば、安全保障同盟

に対する日米両国民一般の支持を強化することになる。

閣僚は、「ロードマップ」に記されている以下を含む再編案に係る

これまでの進展を確認し、評価した。

・2006年６月の再編案の実施を総括する二国間調整メカニズムの創

設。

・再編案の早期実施を円滑化するために必要な法案及び予算に関す

る日本の国会の審議等。

・普天間飛行場代替施設の専門技術的設計に関する取組及びキャン

プ・シュワブ沖での海域調査の開始。

・以下のような第３海兵機動展開部隊の要員及びその家族の2014年

までの沖縄からグアムへの移転に向けた重要な協力。

○グアムにおける施設の計画及び開発を統括するグアム統合計

画室の米国による設置及び予算措置。

○米海兵隊の沖縄からグアムへの移転に向けた環境影響評価書

の準備のための計画通知（Notice of Intent）を含む、米国の環境

影響評価手続の開始。

○第３海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアム

への移転に関連する日本の資金的コミットメントの一部を実現

するために、日本政府の指示の下、適切な措置をとる権限を国

際協力銀行（JBIC）に付与する上述の法案の日本の国会への提

出。

・2007年３月の航空機の訓練移転の開始。

・横田空域の柔軟な使用に関する措置の2006年９月の実施、並びに、

2008年９月までに管制業務を日本に返還する横田空域の範囲及び

横田レーダー進入管制業務における自衛隊管制官併置に関する

2006年10月の合意。これらの措置は、軍事運用上の所要を満たし

つつ、横田空域における民間航空機の航行の円滑化を促進するも

のである。

・「ロードマップ」に明示されている横田飛行場のあり得べき軍民

共同使用の具体的な条件や態様に関するスタディ・グループの

2006年10月の立ち上げ。

閣僚は、「ロードマップ」に従って、目標の2014年までに普天間飛

行場代替施設を完成させることが、第３海兵機動展開部隊のグアム

への移転及びそれに続く沖縄に残る施設・区域の統合を含む、沖縄

における再編全体の成功裡かつ時宜に適った実施のための鍵である

ことを再確認した。閣僚は、統合のための詳細な計画に関する重要

な進展を認識し、その完成に向けて引き続き緊密に協議するよう事

務当局に指示した。

閣僚は、また、1996年の沖縄に関する特別行動委員会（SACO）最

終報告の合意事項の実施が継続的に進展していることを評価した。

これには、2006年９月の瀬名波通信施設の返還並びに2006年12月の

楚辺通信施設及び読谷補助飛行場の返還が含まれており、これは合

計で300ヘクタール（750エーカー）以上になる。

Ⅴ．BMD及び運用協力の強化

同盟のBMD能力は、同盟の全体的な抑止の態勢に貢献するもので

あり、日米のシステムが効果的に共同運用できる程度に応じて強化

される。閣僚は、両国が能力を整備し、配備するに際して、戦術面、

運用面及び戦略面での調整を確保するためにあらゆる努力が払われ

なければならないことを確認した。そうした観点から、日米は、同

盟の利益に対する弾道ミサイルの脅威に対処するに当たって、緊密

に調整しつつ適切な措置をとる。

この文脈において、閣僚は、以下の分野の運用協力を強調した。

・運用協力を強化するため、二国間の計画検討作業は、今日及び予

見可能な将来におけるミサイル防衛能力を考慮しなければならな

い。この目的のため、米軍及び自衛隊は、弾道ミサイルの脅威に

対するミサイル防衛及び関連作戦の実施に当たっての構想、役割

及び任務を相互に明確にする。同時に、政策レベルで、BMDの運

用に係る政策指針が明確かつ最新のものとなっていることを確保

する。

・2005年10月29日、安全保障協議委員会は、共同統合運用調整所の

構築を指示した。2006年６月－７月の北朝鮮のミサイルによる挑

発が行われている間、日米は、自衛隊の連絡官が配された横田飛

行場の暫定的な調整施設を通じてのものを含め、適時に情報を交

換した。変化する状況につき双方が共通の認識を持つことを確保

するに当たって、この施設が収めた成功は、横田飛行場における

共同統合運用調整所の設置を通じたものを含め、二国間の政策・

運用調整の継続的な向上の重要性を実証した。

・自衛隊及び米軍の状況認識を改善する重要性を認識しつつ、双方

は、BMD運用情報及び関連情報を直接相互にリアルタイムで、常

時共有することを確約している。双方は、また、二国間の共通の

運用画面を構築する。

・双方は、同盟の役割・任務・能力の支援のために共有されるべき、

より広範な運用情報及びデータを特定するために、包括的な情報

共有ロードマップを策定する。

Ⅵ．BMDシステム能力の向上

閣僚は、ミサイル防衛に関する過去の同盟の決定が、近年の加速

化された協力と相まって、地域におけるBMD能力を強化してきたこ

とを評価した。

閣僚は、以下を含む、重要な進展を強調した。

・米国Ｘバンド・レーダー・システムの日本の航空自衛隊車力分屯

基地への配備及び運用。これは、米国によるレーダー・データの

自衛隊への提供を伴う。

・日本の嘉手納飛行場への米国PAC-3大隊の配備及び運用。

・米太平洋艦隊の前方展開された海軍部隊に対するスタンダード・

ミサイル（SM-3）防衛能力の最近及び今後の継続的な追加。

・日本のイージス艦へのSM-3能力付与のための改修を促進するとの

日本の決定。日本は、護衛艦「こんごう」の改修を2007年末まで

に完了するほか、護衛艦「ちょうかい」、「みょうこう」及び「き

りしま」の改修についても前倒しを図る。

・PAC-3配備の前倒しを図るとの日本の決定。これにより、最初の

PAC-3高射隊が2007年３月に配備され、16個のPAC-3高射隊が2010

年初頭までに配備されるとの見通しが得られた。

・次世代型SM-3迎撃ミサイルの日米共同開発についての優先的な取

扱い。技術の移転に関する枠組みについて双方が基本的に合意し

たことにより、この計画及び将来の日米の技術協力計画の進展を

促進することになる。

閣僚は、安全保障及び防衛協力のための同盟の変革を進展させる

ことが、地域及び世界の平和及び安全に貢献することを確認した。



資
料
編

366 平成21年版　日本の防衛

第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄か
らグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメ
リカ合衆国政府との間の協定

※漢数字は、数字に置き換えた。

（平成21年2月17日署名）

日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、

1960年１月19日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆

国との間の相互協力及び安全保障条約に基づく日米安全保障体制が

共通の安全保障上の目標を達成するための基礎であることを確認し、

2006年５月１日の日米安全保障協議委員会の会合において、関係

閣僚が、安全保障協議委員会文書「再編の実施のための日米ロード

マップ」（以下「ロードマップ」という。）に記載された再編案の実

施が同盟関係における協力において新たな段階をもたらすものであ

り、かつ、沖縄県を含む地域社会の負担を軽減し、もって安全保障

上の同盟関係に対する国民の支持を高める基礎を提供するものであ

ると認識したことを想起し、

グアムが合衆国海兵隊部隊の前方での駐留のために重要であって、

その駐留がアジア太平洋地域における安全保障についての合衆国の

約束に保証を与え、かつ、この地域における抑止力を強化するもの

であると両政府が認識していることを強調し、

ロードマップにおいて、沖縄における再編との関係で兵力の削減

及びグアムへの移転の重要性が強調され、並びに第三海兵機動展開

部隊の要員約８千人及びその家族約９千人が部隊としての一体性を

維持するような方法で2014年までに沖縄からグアムに移転すること

が記載されていることを再確認し、また、このような移転が嘉手納

飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還を実現するもの

であることを認識し、

ロードマップにおいて、合衆国海兵隊CH－53Dヘリコプターは第

三海兵機動展開部隊の要員が沖縄からグアムに移転する際に海兵隊

岩国飛行場からグアムに移転し、KC－130飛行隊はその司令部、整

備のための施設及び家族のための施設と共に海兵隊岩国飛行場を本

拠とし、並びにその航空機は訓練又は運用のために海上自衛隊鹿屋

基地及びグアムに交替で定期的に展開することが記載されているこ

とを想起し、

ロードマップにおいて、第三海兵機動展開部隊のグアムへの移転

のための施設及び基盤の整備に係る費用の見積額102億７千万合衆国

ドル（10,270,000,000ドル）のうち、日本国は、沖縄県の住民が同部

隊の移転が速やかに実現されることを強く希望していることを認識

して、同部隊の移転を可能とするようグアムにおける施設及び基盤

を整備するため、合衆国の2008会計年度ドルで28億合衆国ドル

（2,800,000,000ドル）の直接的に提供する資金を含む60億９千万合衆

国ドル（6,090,000,000ドル）を提供することが記載されていること

を再確認し、

また、合衆国は、グアムへの移転のための施設及び基盤の整備に

係る費用の残額、すなわち、合衆国の2008会計年度ドルで算定して

31億８千万合衆国ドル（3,180,000,000ドル）の財政支出に道路の整

備のための約10億合衆国ドル（1,000,000,000ドル）を加えた額を拠

出することがロードマップに記載されていることを再確認し、

ロードマップにおいて、その全体が一括の再編案となっている中

で、沖縄に関連する再編案は、相互に関連していること、すなわち、

嘉手納飛行場以南の施設及び区域の統合並びに土地の返還は、第３

海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖縄からグアムへの移転を

完了することにかかっており、並びに同部隊の沖縄からグアムへの

移転は、a普天間飛行場の代替施設の完成に向けての具体的な進展

並びにsグアムにおいて

必要となる施設及び基盤の整備に対する日本国の資金面での貢献

にかかっていることが記載されていることを想起して、

次のとおり協定した。

第一条

１　日本国政府は、第九条１の規定に従い、アメリカ合衆国政府に

対し、第３海兵機動展開部隊の要員約８千人及びその家族約９千

人の沖縄からグアムへの移転（以下「移転」という。）のための費

用の一部として、合衆国の2008会計年度ドルで28億合衆国ドル

（2,800,000,000ドル）の額を限度として資金の提供を行う。

２　日本国の各会計年度において予算に計上されるべき日本国が提

供する資金の額は、両政府間の協議を通じて日本国政府が決定し、

及び日本国の各会計年度において両政府が締結する別途の取極

（以下「別途の取極」という。）に記載する。

第二条

アメリカ合衆国政府は、第九条２の規定に従い、グアムにおける

施設及び基盤を整備する同政府の事業への資金の拠出を含む移転の

ために必要な措置をとる。

第三条

移転は、ロードマップに記載された普天間飛行場の代替施設の完

成に向けての日本国政府による具体的な進展にかかっている。日本

国政府は、アメリカ合衆国政府との緊密な協力により、ロードマッ

プに記載された普天間飛行場の代替施設を完成する意図を有する。

第四条

アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金及び当該資金から

生じた利子を、グアムにおける施設及び基盤を整備する移転のため

の事業にのみ使用する。

第五条

アメリカ合衆国政府は、日本国の提供する資金が拠出される移転

のための事業に係る調達を行う過程に参加するすべての者が公正、

公平かつ衡平に取り扱われることを確保する。

第六条

日本国政府は日本国防衛省を実施当局に指定し、アメリカ合衆国

政府はアメリカ合衆国国防省を実施当局に指定する。両政府は、実

施当局が従うべき実施のための指針及び次条１aに規定する個別の

事業について専門家間で協議を行う。そのような協議を通じて、ア

メリカ合衆国政府は、日本国政府が当該事業の実施に適切な方法で

関与することを確保する。

第七条

１a 日本国の各会計年度において日本国の提供する資金が拠出さ

れる個別の事業は、両政府間で合意し、及び別途の取極に記載

する。

b アメリカ合衆国政府は、日本国政府が資金の提供を行う合衆

国財務省勘定を維持する。アメリカ合衆国政府は、当該勘定の

下に日本国の各会計年度において日本国が提供する資金のため

の小勘定を開設し、及び維持する。

２　日本国が提供した資金及び個別の事業に支払うことが契約上約

束された当該資金から生じた利子は、前条に規定する実施当局の

間で合意される指数を用いた計算方法に基づき、合衆国の2008会

資料41
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計年度ドルで28億合衆国ドル（2,800,000,000ドル）の額を限度と

して日本国が提供すべき資金の総額に繰り入れられる。

３a bに規定する場合を除くほか、日本国の同一の会計年度にお

いて日本国の提供した資金が拠出されたすべての個別の事業に

係るすべての契約の終了後に日本国が提供した資金に未使用残

額がある場合には、アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、

当該未使用残額を返還する。契約の終了は、更なる財政上及び

契約上の責任からアメリカ合衆国政府を解除する文書の受領に

よって証明されるものとする。

b アメリカ合衆国政府は、未使用残額を、日本国政府の実施当

局の同意を得て、日本国の同一の会計年度において日本国の提

供した資金が拠出された他の個別の事業のために使用すること

ができる。

４a bに規定する場合を除くほか、日本国の提供した資金が拠出

された最後の個別の事業に係るすべての契約の終了後、アメリ

カ合衆国政府は、日本国政府に対し、日本国が提供した資金か

ら生じた利子を返還する。契約の終了は、更なる財政上及び契

約上の責任からアメリカ合衆国政府を解除する文書の受領によ

って証明されるものとする。

b アメリカ合衆国政府は、日本国が提供した資金から生じた利

子を、日本国政府の実施当局の同意を得て、日本国の提供した

資金が拠出された事業のために使用することができる。

５　アメリカ合衆国政府は、日本国政府に対し、毎月、合衆国財務

省勘定（日本国が提供した資金に関係するすべての小勘定を含む。）

における取引に関する報告書を提出する。

第八条

アメリカ合衆国政府は、同政府が日本国の提供した資金が拠出さ

れた施設及び基盤に重大な影響を与えるおそれのある変更を検討す

る場合には、日本国政府と協議を行い、かつ、日本国の懸念を十分

に考慮に入れて適切な措置をとる。

第九条

１　第一条１に規定する日本国の資金の提供は、第二条に規定する

措置においてアメリカ合衆国政府による資金の拠出があることを

条件とする。

２　第二条に規定する合衆国の措置は、a移転のための資金が利用

可能であること、sロードマップに記載された普天間飛行場の代

替施設の完成に向けての日本国政府による具体的な進展があるこ

と及び dロードマップに記載された日本国の資金面での貢献があ

ることを条件とする。

第十条

両政府は、この協定の実施に関して相互に協議する。

第十一条

この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法

上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承

認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる。
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資料42　23事案の概要� （2009. 3.31現在）�

（注）1　面積欄の（　）内の数字は、直上の範囲と重複しているもので内数である。�
           2　種別欄の○印は、事案に含まれる範囲が、別の事案と重複する部分の項目を便宜的に表示しているもの。�
           3　範囲欄の番号は、事案（計23事案）の区別のため、便宜的に表示したもの。�
          4　種別欄中の「安保協」は、第15回及び第16回日米安全保障協議委員会会合で了承された沖縄県における施設・区域の整理統合計画のうち平成

2年6月当時までに返還が実施されていない事案、「軍転協」は、沖縄県知事が会長を務める沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会の返還要
望事案、「県知事」は、当時の西銘沖縄県知事が米国政府に対し行った施設・区域の返還要望事案、「米軍」は、米側が沖縄における施設・
区域のうち返還可能とした事案である。�

施　設　名� 範　　　　囲� 備　　　　考�面積�
（ha）�

種　　　別�
安保協�軍転協�県知事�米軍 

［返還済］ 
陸 軍 貯 油 施 設  �
キ ャ ン プ 瑞 慶 覧  �
�
北 部 訓 練 場  �
�
キャンプ・シュワブ �
牧港補給地区補助施設 �
那 覇 冷 凍 倉 庫  �
砂 　 辺 　 倉 　 庫  �
八 重 岳 通 信 所  �
キ ャ ン プ 桑 江 �

恩　納　通　信　所 �
�
嘉 手 納 飛 行 場  �
知　花　サ　イ　ト �
キャンプ・ハンセン �
�
�
嘉 手 納 弾 薬 庫 地 区  �
�
�
ト リ イ 通 信 施 設  �
工 兵 隊 事 務 所  �

キ ャ ン プ 桑 江  �
�
�
�

キ ャ ン プ 桑 江  �

キ ャ ン プ 瑞 慶 覧  �

嘉 手 納 弾 薬 庫 地 区  �

普 天 間 飛 行 場  �

キャンプ・ハンセン �

合　　計 

浦添・宜野湾市間のパイプライン �
地下通信用マンホール等部分（登川） �
国頭村（伊部岳）地区、東村（高江）�
地区 �
県道名護国頭線以南の一部 �
国道329号沿いの一部（辺野古） �
全部 �
全部 �
全部 �
南側（名護市）及び北側（本部町） �
東側部分の南側）�
全部 �
東側部分 �
南側の一部（桃原） �
全部 �
金武町内の一部（金武） �
国道58号沿い東側部分（喜納～比謝）､�
 南西隅部分（山中エリア）） �
嘉手納バイパス（国道58号西側） �
ごみ焼却施設用地部分（倉浜））�
陸上自衛隊継続使用部分）�
嘉手納バイパス �
全部 �
北側部分（伊平） �
国道58号沿い）�
            16 施設、 18 事案�
 �

東側部分の北側（桑江） �

泡瀬ゴルフ場 �

旧東恩納弾薬庫部分 �

東側沿いの土地（中原～宜野湾） �

東シナ海側斜面の一部（名護市） �
�
�
              ５ 施設、   ５ 事案 �
            17 施設、 23 事案 

［返還合意後、返還未了事案］ 

平.2.12.31.返還 �
平.3.9.30.返還 �
�
平.5.3.31.返還 �
�
平.5.3.31.返還 �
平.5.3.31.返還 �
平.5.3.31.返還 �
平.5.6.30.返還 �
平.6.9.30.返還 �
平.6.12.31.返還 �

平.7.11.30.返還 �
�
平.8.1.31.返還 �
平.8.12.31.返還 �
平.8.12.31.返還 �

平.11.3.25.返還 �
�
平.11.3.25.返還 �
平.17.3.31.返還 �
平.18.10.31.返還�
平.11.3.31.返還 �
平.14.9.30.返還 �

平.15.3.31.返還 �
�
�
�
平.7.12.21.返還合意、平.11.4.22.および
平.13.12.21.変更合意（跡地利用計画策
定時点または南側部分返還時点のいず
れか早い時点での返還） �
平.8.3.28.返還合意（嘉手納弾薬庫地区
にゴルフ場を移設後返還、現在、移設
先地の本工事実施中） �
平.8.3.28.返還合意（弾薬庫を移設、泡
瀬ゴルフ場の移設整備後残地を返還）
平.8.3.28.返還合意（巡回道路等移設後
返還） �
平.7.12.21.返還合意、平.11.4.22.および
平. 16.2.12.変更合意（地元から継続使
用について要請があり、返還期限の延
期を調整中） 
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SACO最終報告（仮訳）
（平成８年12月２日）

沖縄に関する特別行動委員会（SACO）は、平成７年11月に、日本

国政府及び米国政府によって設置された。両国政府は、沖縄県民の

負担を軽減し、それにより日米同盟関係を強化するために、SACOの

プロセスに着手した。

この共同の努力に着手するに当たり、SACOのプロセスの付託事項

及び指針が日米両国政府により定められた。すなわち、日米双方は、

日米安全保障条約及び関連取極の下におけるそれぞれの義務との両

立を図りつつ、沖縄県における米軍の施設及び区域を整理、統合、

縮小し、また、沖縄県における米軍の運用の方法を調整する方策に

ついて、SACOが日米安全保障協議委員会（SCC）に対し勧告を作成

することを決定した。このようなSACOの作業は、１年で完了するも

のとされた。

平成８年４月15日に開催されたSCCは、いくつかの重要なイニシ

アティブを含むSACO中間報告を承認し、SACOに対し、平成８年11

月までに具体的な実施スケジュールを付した計画を完成し、勧告す

るよう指示した。

SACOは、日米合同委員会とともに、一連の集中的かつ綿密な協議

を行い、中間報告に盛り込まれた勧告を実施するための具体的な計

画及び措置をとりまとめた。

本日、SCCにおいて、池田大臣、久間長官、ペリー長官及びモン

デール大使は、このSACO最終報告を承認した。この最終報告に盛り

込まれた計画及び措置は、実施されれば、沖縄県の地域社会に対す

る米軍活動の影響を軽減することとなろう。同時に、これらの措置

は、安全及び部隊の防護の必要性に応えつつ、在日米軍の能力及び

即応態勢を十分に維持することとなろう。沖縄県における米軍の施

設及び区域の総面積（共同使用の施設及び区域を除く。）の約21パー

セント（約5,002ヘクタール）が返還される。

SCCの構成員は、このSACO最終報告を承認するにあたり、一年間

にわたるSACOのプロセスの成功裡の結実を歓迎し、また、SACO最

終報告の計画及び措置の着実かつ迅速な実施を確保するために共同

の努力を継続するとの堅い決意を強調した。このような理解の下、

SCCは、各案件を実現するための具体的な条件を取り扱う実施段階

における両国間の主たる調整の場として、日米合同委員会を指定し

た。地域社会との所要の調整が行われる。

また、SCCは、米軍の存在及び地位に関連する諸問題に対応し、

米軍と日本の地域社会との間の相互理解を深めるために、あらゆる

努力を行うとの両国政府のコミットメントを再確認した。これに関

連して、SCCは、主として日米合同委員会における調整を通じ、こ

れらの目的のための努力を維持すべきことに合意した。

SCCの構成員は、SCC自体と日米安全保障高級事務レベル協議

（SSC）が、前記の日米合同委員会における調整を監督し、適宜指針

を与えることに合意した。また、SCCは、SSCに対し、最重要課題の

一つとして沖縄に関連する問題に真剣に取り組み、この課題につき

定期的にSCCに報告するよう指示した。

平成８年４月の日米安全保障共同宣言に従い、SCCは、国際情勢、

防衛政策及び軍事態勢についての緊密な協議、両国間の政策調整並

びにより平和的で安定的なアジア太平洋地域の安全保障情勢に向け

た努力の重要性を強調した。SCCは、SSCに対し、これらの目的を追

求し、同時に、沖縄に関連する問題に取り組むよう指示した。

土地の返還

―普天間飛行場　付属文書のとおり

―北部訓練場

以下の条件の下で、平成14年度末までを目途に、北部訓練場の

過半（約3,987ヘクタール）を返還し、また、特定の貯水池（約

159ヘクタール）についての米軍の共同使用を解除する。

・北部訓練場の残余の部分から海への出入を確保するため、平成

９年度末までを目途に、土地（約38ヘクタール）及び水域（約

121ヘクタール）を提供する。

・ヘリコプター着陸帯を、返還される区域から北部訓練場の残余

の部分に移設する。

―安波訓練場

北部訓練場から海への出入のための土地及び水域が提供された

後に、平成９年度末までを目途に、安波訓練場（約480ヘクタール）

についての米軍の共同使用を解除し、また、水域（約7,895ヘクタ

ール）についての米軍の共同使用を解除する。

―ギンバル訓練場

ヘリコプター着陸帯が金武ブルー・ビーチ訓練場に移設され、

また、その他の施設がキャンプ・ハンセンに移設された後に、平

成９年度末までを目途に、ギンバル訓練場（約60ヘクタール）を

返還する。

―楚辺通信所

アンテナ施設及び関連支援施設がキャンプ・ハンセンに移設さ

れた後に、平成12年度末までを目途に、楚辺通信所（約53ヘクタ

ール）を返還する。

―読谷補助飛行場

パラシュート降下訓練が伊江島補助飛行場に移転され、また、

楚辺通信所が移設された後に、平成12年度末までを目途に、読谷

補助飛行場（約191ヘクタール）を返還する。

―キャンプ桑江

海軍病院がキャンプ瑞慶覧に移設され、キャンプ桑江内の残余

の施設がキャンプ瑞慶覧又は沖縄県の他の米軍の施設及び区域に

移設された後に、平成19年度末までを目途に、キャンプ桑江の大

部分（約99ヘクタール）を返還する。

―瀬名波通信施設

アンテナ施設及び関連支援施設がトリイ通信施設に移設された

後に、平成12年度末までを目途に、瀬名波通信施設（約61ヘクタ

ール）を返還する。ただし、マイクロ・ウェーブ塔部分（約0.1ヘ

クタール）は、保持される。

―牧港補給地区

国道58号を拡幅するため、返還により影響を受ける施設が牧港

補給地区の残余の部分に移設された後に、同国道に隣接する土地

（約３ヘクタール）を返還する。

―那覇港湾施設

浦添埠頭地区（約35ヘクタール）への移設と関連して、那覇港

湾施設（約57ヘクタール）の返還を加速化するため最大限の努力

を共同で継続する。

―住宅統合（キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧）

平成19年度末までを目途に、キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧

の米軍住宅地区を統合し、これらの施設及び区域内の住宅地区の

土地の一部を返還する。（キャンプ瑞慶覧については約83ヘクター

ル、さらにキャンプ桑江については35ヘクタールが、それぞれ住

宅統合により返還される。このキャンプ桑江についての土地面積

は、上記のキャンプ桑江の項の返還面積に含まれている。）

訓練及び運用の方法の調整

―県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練

平成９年度中にこの訓練が日本本土の演習場に移転された後に、

危機の際に必要な砲兵射撃を除き、県道104号線越え実弾砲兵射撃

訓練を取り止める。
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―パラシュート降下訓練

パラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転する。

―公道における行軍

公道における行軍は既に取り止められている。

騒音軽減イニシアティヴの実施

―嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置

平成８年３月に日米合同委員会により発表された嘉手納飛行場

及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意は、

既に実施されている。

―KC－130ハーキュリーズ航空機及びAV－８ハリアー航空機の移駐

現在普天間飛行場に配備されている12機のKC－130航空機を、

適切な施設が提供された後、岩国飛行場に移駐する。岩国飛行場

から米国への14機のAV－８航空機の移駐は完了した。

―嘉手納飛行場における海軍航空機及びMC－130航空機の運用の移

転

嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設を、海軍

駐機場から主要滑走路の反対側に移転する。これらの措置の実施

スケジュールは、普天間飛行場の返還に必要な嘉手納飛行場にお

ける追加的な施設の整備の実施スケジュールを踏まえて決定され

る。嘉手納飛行場におけるMC－130航空機を平成８年12月末まで

に海軍駐機場から主要滑走路の北西隅に移転する。

―嘉手納飛行場における遮音壁

平成９年度末までを目途に、嘉手納飛行場の北側に新たな遮音

壁を建設する。

―普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用の制限

米軍の運用上の即応態勢と両立する範囲内で、最大限可能な限

り、普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用を制限する。

地位協定の運用の改善

―事故報告

平成８年12月２日に発表された米軍航空機事故の調査報告書の

提供手続に関する新しい日米合同委員会合意を実施する。

さらに、良き隣人たらんとの米軍の方針の一環として、米軍の

部隊・装備品等及び施設に関係する全ての主要な事故につき、日

本政府及び適当な地方公共団体の職員に対して適時の通報が確保

されるようあらゆる努力が払われる。

―日米合同委員会合意の公表

日米合同委員会合意を一層公表することを追求する。

―米軍の施設及び区域への立入

平成８年12月２日に日米合同委員会により発表された米軍の施

設及び区域への立入に関する新しい手続を実施する。

―米軍の公用車両の表示

米軍の公用車両の表示に関する措置についての合意を実施する。

全ての非戦闘用米軍車両には平成９年１月までに、その他の全て

の米軍車両には平成９年10月までに、ナンバー・プレートが取り

付けられる。

―任意自動車保険

任意自動車保険に関する教育計画が拡充された。さらに、米側

は、自己の発意により、平成９年１月から、地位協定の下にある

全ての人員を任意自動車保険に加入させることを決定した。

―請求に対する支払い

次の方法により、地位協定第18条６項の下の請求に関する支払

い手続を改善するよう共同の努力を行う。

・前払いの請求は、日米両国政府がそれぞれの手続を活用しつつ、

速やかに処理し、また、評価する。前払いは、米国の法令によ

って認められる場合には常に、可能な限り迅速になされる。

・米側当局による請求の最終的な裁定がなされる前に、日本側当

局が、必要に応じ、請求者に対し無利子の融資を提供するとの

新たな制度が、平成９年度末までに導入される。

・米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に満たない

過去の事例は極めて少ない。しかし、仮に将来そのような事例

が生じた場合には、日本政府は、必要に応じてその差額を埋め

るため、請求者に対し支払いを行うよう努力する。

―検疫手続

12月２日に日米合同委員会により発表された更改された合意を

実施する。

―キャンプ・ハンセンにおける不発弾除去

キャンプ・ハンセンにおいては、米国における米軍の射場に適

用されている手続と同等のものである米海兵隊の不発弾除去手続

を引き続き実施する。

―日米合同委員会において、地位協定の運用を改善するための努力

を継続する。

普天間飛行場に関するSACO最終報告（仮訳）

（この文書は、SACO最終報告の不可分の一部をなすものである。）

（東京、平成８年12月２日）

１．はじめに

a 平成８年12月２日に開催された日米安全保障協議委員会

（SCC）において、池田外務大臣、久間防衛庁長官、ペリー国防

長官及びモンデール大使は、平成８年４月15日の沖縄に関する

特別行動委員会（SACO）中間報告及び同年９月19日のSACO現

状報告に対するコミットメントを再確認した。両政府は、SACO

中間報告を踏まえ、普天間飛行場の重要な軍事的機能及び能力

を維持しつつ、同飛行場の返還及び同飛行場に所在する部隊・

装備等の沖縄県における他の米軍施設及び区域への移転につい

て適切な方策を決定するための作業を行ってきた。SACO現状報

告は、普天間に関する特別作業班に対し、３つの具体的代替案、

すなわちaヘリポートの嘉手納飛行場への集約、sキャンプ・

シュワブにおけるヘリポートの建設、並びにd海上施設の開発

及び建設について検討するよう求めた。

b 平成８年12月２日、SCCは、海上施設案を追求するとのSACO

の勧告を承認した。海上施設は、他の２案に比べて、米軍の運

用能力を維持するとともに、沖縄県民の安全及び生活の質にも

配意するとの観点から、最善の選択であると判断される。さら

に、海上施設は、軍事施設として使用する間は固定施設として

機能し得る一方、その必要性が失われたときには撤去可能なも

のである。

c SCCは、日米安全保障高級事務レベル協議（SSC）の監督の下

に置かれ、技術専門家のチームにより支援される日米の作業班

（普天間実施委員会（FIG：Futenma Implementation Group）と称す

る。）を設置する。FIGは、日米合同委員会とともに作業を進め、

遅くとも平成９年12月までに実施計画を作成する。この実施計

画についてSCCの承認を得た上で、FIGは、日米合同委員会と協

力しつつ、設計、建設、試験並びに部隊・装備等の移転につい

て監督する。このプロセスを通じ、FIGはその作業の現状につい

て定期的にSSCに報告する。

２．SCCの決定

a 海上施設の建設を追求し、普天間飛行場のヘリコプター運用

機能の殆どを吸収する。この施設の長さは約1,500メートルとし、

計器飛行への対応能力を備えた滑走路（長さ約1,300メートル）、

航空機の運用のための直接支援、並びに司令部、整備、後方支援、
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厚生機能及び基地業務支援等の間接支援基盤を含む普天間飛行

場における飛行活動の大半を支援するものとする。海上施設は、

ヘリコプターに係る部隊・装備等の駐留を支援するよう設計さ

れ、短距離で離発着できる航空機の運用をも支援する能力を有

する。

b 岩国飛行場に12機のKC－130航空機を移駐する。これらの航

空機及びその任務の支援のための関連基盤を確保すべく、同飛

行場に追加施設を建設する。

c 現在の普天間飛行場における航空機、整備及び後方支援に係

る活動であって、海上施設又は岩国飛行場に移転されないもの

を支援するための施設については、嘉手納飛行場において追加

的に整備を行う。

d 危機の際に必要となる可能性のある代替施設の緊急時におけ

る使用について研究を行う。この研究は、普天間飛行場から海

上施設への機能移転により、現有の運用上の柔軟性が低下する

ことから必要となるものである。

e 今後５乃至７年以内に、十分な代替施設が完成し運用可能に

なった後、普天間飛行場を返還する。

３．準拠すべき方針

a 普天間飛行場の重要な軍事的機能及び能力は今後も維持する

こととし、人員及び装備の移転、並びに施設の移設が完了する

までの間も、現行水準の即応性を保ちつつ活動を継続する。

b 普天間飛行場の運用及び活動は、最大限可能な限り、海上施

設に移転する。海上施設の滑走路が短いため同施設では対応で

きない運用上の能力及び緊急事態対処計画の柔軟性（戦略空輸、

後方支援、緊急代替飛行場機能及び緊急時中継機能等）は、他

の施設によって十分に支援されなければならない。運用、経費

又は生活条件の観点から海上施設に設置することが不可能な施

設があれば、現存の米軍施設及び区域内に設置する。

c 海上施設は、沖縄本島の東海岸沖に建設するものとし、桟橋

又はコーズウェイ（連絡路）により陸地と接続することが考え

られる。建設場所の選定においては、運用上の所要、空域又は

海上交通路における衝突の回避、漁船の出入、環境との調和、

経済への影響、騒音規制、残存性、保安、並びに他の米国の軍

事施設又は住宅地区への人員アクセスについての利便性及び受

入可能性を考慮する。

d 海上施設の設計においては、荒天や海象に対する上部構造物、

航空機、装備及び人員の残存性、海上施設及び当該施設に所在

するあらゆる装備についての腐食対策・予防措置、安全性、並

びに上部構造物の保安を確保するため、十分な対策を盛り込む

こととする。支援には、信頼性があり、かつ、安定的な燃料供

給、電気、真水その他のユーティリティ及び消耗資材を含める

ものとする。さらに、海上施設は、短期間の緊急事態対処活動

において十分な独立的活動能力を有するものとする。

e 日本政府は、日米安全保障条約及び地位協定に基づき、海上

施設その他の移転施設を米軍の使用に供するものとする。また、

日米両政府は、海上施設の設計及び取得に係る決定に際し、ラ

イフ・サイクル・コストに係るあらゆる側面について十分な考

慮を払うものとする。

f 日本政府は、沖縄県民に対し、海上施設の構想、建設場所及

び実施日程を含めこの計画の進捗状況について継続的に明らか

にしていくものとする。

４．ありうべき海上施設の工法

日本政府の技術者等からなる「技術支援グループ」（TSG）は、

政府部外の大学教授その他の専門家からなる「技術アドバイザリ

ー・グループ」（TAG）の助言を得つつ、本件について検討を行っ

てきた。この検討の結果、次の３つの工法がいずれも技術的に実

現可能とされた。

a 杭式桟橋方式（浮体工法）：海底に固定した多数の鋼管により

上部構造物を支持する方式。

b 箱（ポンツーン）方式：鋼製の箱形ユニットからなる上部構

造物を防波堤内の静かな海域に設置する方式。

c 半潜水（セミサブ）方式：潜没状態にある下部構造物の浮力

により上部構造物を波の影響を受けない高さに支持する方式。

５．今後の段取り

a FIGは、SCCに対し海上施設の建設のための候補水域を可能な

限り早期に勧告するとともに、遅くとも平成９年12月までに詳

細な実施計画を作成する。この計画の作成に当たり、構想の具

体化・運用所要の明確化、技術的性能諸元及び工法、現地調査、

環境分析、並びに最終的な構想の確定及び建設地の選定という

項目についての作業を完了することとする。

b FIGは、施設移設先において、運用上の能力を確保するため、

施設の設計、建設、所要施設等の設置、実用試験及び新施設へ

の運用の移転を含む段階及び日程を定めるものとする。

c FIGは、定期的な見直しを行うとともに、重要な節目において

海上施設計画の実現可能性について所要の決定を行うものとす

る。
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○自衛隊の行う作戦を支援�
○打撃力の使用を伴うような作戦を含め自衛隊の能力を
補完するための作戦を実施�

○自衛隊の行う作戦を支援�
○機動打撃力の使用を伴うような作戦を含め自衛隊の能
力を補完するための作戦を実施�

○主として自衛隊の能力を補完するための作戦を実施�
その際、侵攻の規模、態様その他の要素に応じ極
力早期に兵力を来援させ、自衛隊の作戦を支援�

○事態に応じて自衛隊を適切に支援�
�
�
�

�

○わが国に対し必要な情報を提供�
○必要に応じ、打撃力を有する部隊の使用を考慮�

○防空のための作戦を主体的に実施�
�
�

○わが国の重要な港湾および海峡の防備、わが国周辺
海域における船舶の保護並びにその他の作戦を主体
的に実施�

○わが国に対する着上陸侵攻を阻止し排除するための
作戦を主体的に実施�
�

○極力早期に阻止し排除するための作戦を主体的に実
施。その際、関係機関と密接に協力し調整�

わが国に対する航空侵攻に対
処するための作戦�
�

わが国周辺海域の防衛および
海上交通の保護のための作戦�
�

わが国に対する着上陸侵攻に
対処するための作戦�
�

ゲリラ・コマンドウ攻撃
などわが国の領域に軍事
力を潜入させて行う不正
規型の攻撃�

�

弾道ミサイル攻撃�

作戦など� 自衛隊の活動� 米軍の活動�

資料44　わが国に対する武力攻撃がなされた場合の作戦構想�

○攻撃に対応するため密接に協力し調整�

そ
の
他
の
脅
威
へ
の
対
応�
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○被災地への人員および補給品の輸送�
○被災地における衛生、通信および輸送�
○避難民の救援および輸送のための活動並びに避難民に対する応急物資の支給�

○日本領域および日本の周囲の海域における捜索・救難活動並びにこれに関する情報の交換�

○情報の交換並びに非戦闘員との連絡および非戦闘員の集結・輸送�
○非戦闘員の輸送のための米航空機・船舶による自衛隊施設および民間空港・港湾の使用�
○非戦闘員の日本入国時の通関、出入国管理および検疫�
○日本国内における一時的な宿泊、輸送および衛生にかかわる非戦闘員への援助�

○経済制裁の実効性を確保するために国際連合安全保障理事会決議に基づいて行われる船舶の検査および
このような検査に関連する活動�
○情報の交換�

○補給などを目的とする米航空機・船舶による自衛隊施設および民間空港・港湾の使用�
○自衛隊施設および民間空港・港湾における米国による人員および物資の積卸しに必要な場所および保管
施設の確保�
○米航空機・船舶による使用のための自衛隊施設および民間空港・港湾の運用時間の延長�
○米航空機による自衛隊の飛行場の使用�
○訓練・演習区域の提供�
○米軍施設・区域内における事務所・宿泊所などの建設�

○自衛隊施設および民間空港・港湾における米航空機・船舶に対する物資（武器・弾薬を除く。）および
燃料・油脂・潤滑油の提供�
○米軍施設・区域内に対する物資（武器・弾薬を除く。）および燃料・油脂・潤滑油の提供�

○人員、物資および燃料・油脂・潤滑油の日本国内における陸上・海上・航空輸送�
○公海上の米船舶に対する人員、物資および燃料・油脂・潤滑油の海上輸送�
○人員、物資および燃料・油脂・潤滑油の輸送のための車両・クレーンの使用�

○米航空機・船舶・車両の修理・整備�
○修理部品の提供�
○整備用資器材の一時提供�

○日本国内における傷病者の治療�
○日本国内における傷病者の輸送�
○医薬品および衛生機具の提供�

○米軍施設・区域の警備�
○米軍施設・区域の周囲の海域の警戒監視�
○日本国内の輸送経路上の警備�
○情報の交換�

○日米両国の関係機関の間の通信のための周波数（衛星通信用を含む。）の確保および器材の提供�

○米船舶の出入港に対する支援�
○自衛隊施設および民間空港・港湾における物資の積卸し�
○米軍施設・区域内における汚水処理、給水、給電など�
○米軍施設・区域従業員の一時増員�

○情報の交換�

○日本領域および日本の周辺の公海における機雷の除去並びに機雷に関する情報の交換�

○日本領域および周囲の海域における交通量の増大に対応した海上運航調整�
○日本領域および周囲の空域における航空交通管制並びに空域調整�

救援活動および避難民への
対応のための措置�
�

捜索・救難�
�

非戦闘員を退避させるため
の活動�
�

国際の平和と安定の維持を
目的とする経済制裁の実効
性を確保するための活動�
�
�
�

施設の使用�
�
�
�

�

補　給�
�
�

輸　送�
�
�

整　備�
�
�

衛　生�
�
�

警　備�
�
�

通　信�
�

その他�
�
�

警戒監視�

機雷除去�

海・空域調整�

機能および分野� 協力項目例�

資料45　周辺事態における協力の対象となる機能及び分野並びに協力項目例�

日
米
両
国
政
府
が
各
々
主
体
的
に�

行
う
活
動
に
お
け
る
協
力�

運
用
面
に
お
け�

る
日
米
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力
　�
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方

地
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�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
連携要領の訓練�

�
�
�

在日米軍司令部、在日米
陸軍、在日米海軍、在日
米空軍、在日米海兵隊等�

約500名�

統幕、情報本部、陸・海・
空幕、各方面隊、中央即応
集団、通信団、補給統制本
部、自衛艦隊、各地方隊、
システム通信隊群、海上自
衛隊補給本部、航空総隊、
航空支援集団、航空システ
ム通信隊、航空自衛隊補給
本部、自衛隊指揮通信シス
テム隊等� 約1,300名�

�
�
�
�
市ヶ谷駐屯地、在日米軍
横田基地、その他参加部
隊の所在地等�

�
�
�
�

21.1.15�
～1.27

�
�
�
�

日米共同統合演習�
（指揮所演習）�

�
調整要領の訓練�
�

連携要領の訓練�
�

連携要領の訓練�
�
�

調整要領の訓練�
�

連携要領の訓練�
�

離島侵攻対処要領の訓練�
�
�

連携要領の訓練�
�
�

連携要領の訓練�

太平洋陸軍司令部、�
在日米陸軍司令部等�

約100名�

第１軍団１個大隊基幹�
約200名�

第３海兵機動展開部隊１
個中隊基幹 約220名�

太平洋陸軍司令部、�
在日米陸軍司令部等�

約1200名�

第３海兵師団１個中隊基
幹 約150名�

第１海兵機動展開部隊�
約350名�

第256歩兵旅団騎兵大隊
基幹（ルイジアナ州兵）�

約310名�

第149歩兵旅団歩兵大隊
基幹（ケンタッキー州兵）�

約280名�

陸幕、東部方面隊等�
約120名�

�

第６師団�
約430名�

第13旅団�
約200名�

陸幕、東部方面隊等�
約4500名�

�

第９師団�
約170名�

西方普通科連隊�
約220名�

第８師団�
約720名�

�

第11旅団�
約350名�

米国ハワイ州�
フォート・シャフター�
�

米国ワシントン州�
ヤキマ演習場等�

あいば野演習場等
�

�
�

朝霞駐屯地�
�

岩手山演習場等�
�

米国カリフォルニア州�
キャンプ・ペンデルトン�
�

大矢野原演習場等�
�
�

北海道大演習場等�

20.7.11�
～7.22�

�

20.9.24�
～11.4�

20.11.28�
～12.15�

20.12.1�
～12.14�

�

21.1.12�
～1.24�

21.1.15�
～2.19�

21.1.26�
～2.3�

�

21.3.2�
～3.11

方面隊指揮所演習�
（YS－54）�

�

米国における諸職種�
協同訓練�

米海兵隊との実動訓練�
その１�

方面隊指揮所演習�
（YS－55）�

�

米海兵隊との実動訓練�
その２�
�

米国における実動訓練�
�

米陸軍との実動訓練�
その１�
�

米陸軍との実動訓練�
その２�

訓 練 名 � 期 間 � 場 所 �
日 本 側 � 米 国 側 �

参 加 部 隊 な ど �
備　　　　考�

統合訓練�

資料46　日米共同訓練の実績（平成20年度）�

訓 練 名 � 期 間 � 場 所 �
日 本 側 � 米 国 側 �

参 加 部 隊 な ど �
備　　　　考�

陸上自衛隊�

帰海訓練�
�

衛生訓練�
�

基地警備における連携要
領等�

対潜訓練等�
�

対潜訓練�
�

対潜訓練等
�

�

調整要領の演練等�
�

水中処分員 10名�
�

米海軍横須賀病院等�
 約170名�

米海軍横須賀基地憲兵隊
�

 約40名�

艦艇 ８隻�
航空機 数機�

艦艇 １隻�
�

艦艇 14隻�
航空機 約10機�

在日米海軍司令部等�
 約40名�

艦艇 25隻�
航空機 12機�

横須賀地方隊等 約70名�
�

横須賀地方隊等　  約170名�
�

艦艇 １隻�
航空機 数機�

艦艇 10隻�
航空機 約20機�

艦艇 ７隻�
航空機 約10機�

海幕等 約40名�

陸奥湾�
�
�
米海軍横須賀基地�
�
米海軍横須賀基地及び横
須賀港内�

沖縄周辺海域�
�

東海沖から四国沖に至る
海域�

沖縄周辺海域�
�

米海軍大学校�

20.7.17�
～7.29�

20.11.6�
�

20.11.17�
～11.19�

20.12.4�
～12.7�

21.1.26�
～2.1�

21.2.9�
～2.12�

21.3.9�
～3.19

掃海特別訓練�
�

衛生特別訓練�
�

基地警備特別訓練�
�

対潜特別訓練�
�

対潜特別訓練�
�

対潜特別訓練�
�

指揮所演習�

訓 練 名 � 期 間 � 場 所 �
日 本 側 � 米 国 側 �

参 加 部 隊 な ど �
備　　　　考�

海上自衛隊�
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�
共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�

共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�

共同対処能力の向上�
戦術技量の向上�
�

共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�

共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�

共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�

共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�

共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�

�
共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�
�

連携要領の訓練�
戦術能力の向上�

共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�

共同対処能力の向上�
戦技能力の向上�

航空機 ４機�
�

航空機 ４機�
�
�

航空機 －�
�

航空機 ４機�
�

航空機 ２機�
�

航空機 ９機�
�

航空機 ４機�
�

航空機 ４機�
�
�

航空機 11機�
�
�

航空機 ３機�
�

航空機 ４機�
�

航空機 ２機�

航空機 ４機�
�

航空機 15機�
�
�

航空機 ７機�
�

航空機 ４機�
�

航空機 ４機�
�

航空機 12機�
�

航空機 ４機�
�

航空機 ４機�
�
�

航空機 10機�
�
�

航空機 ４機�
�

航空機 ６機�
�

航空機 ２機�

沖縄周辺空域及び臨時訓練空域�
�

三沢東方空域、秋田西方空域及
び臨時訓練空域�

米国アラスカ州エレメンドルフ
空軍基地及びアイルソン空軍基
地並びに同周辺空域等�

三沢東方空域、秋田西方空域�
�

九州西方空域、四国沖空域�
�

沖縄周辺空域�
�

小松沖空域�
�

北海道西方空域、三沢東方空域�
�

米国グアム島アンダーセン基地
及びファラロン・デ・メディニ
ラ空対地射場並びに同周辺空域
�
�

浮原島訓練場及び同周辺海空域�
�

九州西方空域、四国沖空域�
�

沖縄周辺空域�

20.4.22�
�

20.5.12�
～5.16�

20.5.28�
～6.26�

�

20.7.23�
～8.1�

20.9.2�
～9.4�

20.11.18�
�

20.12.1�
～12.5�

20.12.8�
～12.12�

�

21.1.20�
～2.24�

�

21.2.9�
～2.13�

21.2.23�
～2.27�

21.3.13�
～3.19

要撃戦闘訓練�
�

防空戦闘訓練等�
�

防空戦闘訓練�
基地防空訓練�

�

戦闘機戦闘訓練�
�

戦闘機戦闘訓練�
�

防空戦闘訓練�
�

戦闘機戦闘訓練�
�

戦闘機戦闘訓練�
�

戦闘機戦闘訓練�
防空戦闘訓練�

空対地射爆撃訓練�
（コープ・ノース・グアム）�

救難訓練�
�

戦闘機戦闘訓練等�
�

戦闘機戦闘訓練�

訓 練 名 � 期 間 � 場 所 �
日 本 側 � 米 国 側 �

参 加 部 隊 な ど �
備　　　　考�

航空自衛隊�



資
料
編

376 平成21年版　日本の防衛

外部からの空気を加えて、ロケット固体燃料を２次燃焼させるための基礎
技術に関する研究�

潜水艦の耐圧殻などに使う超高張力鋼材の溶接基礎技術に関する研究�
�

セラミック材料を適用したディーゼルエンジンの基礎技術に関する研究�
�

目に対して安全性の高い波長のレーザーを使ったレーダー装置の基礎技術
に関する研究�

戦闘機の射出座席に乗員拘束装置および座席安定化装置を付加するための
研究�

固体燃料と液体酸化剤による推進の制御が可能な推進装置の基礎技術に関
する研究�

浅海域における音波の伝搬、海底での反射などの特性の分析・解析に関す
る研究�

海上配備型上層システム（現在の海上配備型ミッドコース防衛システム）
のミサイルの４つの主要構成品（赤外線シーカ、キネティック弾頭、第２
段ロケットモータ及びノーズコーン）に関する研究�

被弾時における発射薬への意図しない誘爆を回避する発射薬の基礎技術に
関する研究�

海上自衛隊の次期固定翼哨戒機（P－X）と米海軍の将来多用途海上航空
機（MMA）の搭載電子機器を対象とし、相互運用性の確保などについて
の研究�

無線機の主要機能をソフトウェアによって実現するソフトウェア無線機の
基礎技術に関する研究�

先進材料および構造技術の適用による、ステルス性および残存性を向上し
た艦艇の船体システムに関する研究�

高出力半導体素子を適用した、艦艇用フェーズド・アレイレーダ技術に関
する研究�

艦艇の戦闘指揮システムにオープン・アーキテクチャ技術を適用すること
によって、情報処理能力を向上させる研究�

既存の弾道ミサイル脅威対処能力の向上および高性能、多様化する弾道ミ
サイルに対処可能とする将来の艦載型の新弾道ミサイル防衛用誘導弾の�
開発�

航空燃料（JP－４およびJP－８）およびそれらのエンジン排気にさらされ
る者への影響に関する研究�
�

化学剤の迅速かつ正確な検知が可能で、操作および処理方法を簡素化した
携帯型化学剤自動検知装置、およびその試験評価技術に関する研究�

1992年９月�
�

1995年10月�
�

1995年10月�
�

1996年９月�
�

1998年３月�
�

1998年５月�
�

1999年６月�
�
�

1999年８月�
�

2000年３月�
�
�

2002年３月�
�

2002年３月�
�

2005年４月�
�

2006年４月�
�

2006年４月�
�
�

2006年６月�
�
�

2007年３月�
�

2008年３月�

1999年１月�
�

2002年１月�
�

2002年10月�
�

2001年９月�
�

2003年３月�
�

2005年５月�
�

2003年２月�
�
�

2008年３月�
�

2004年１月�
�
�

2006年９月�
�

2007年３月�
�

継続中�
�

継続中�
�

継続中�
�
�

継続中�
�
�

継続中�
�

継続中�

ダクテッドロケット・�
エンジン�

先進鋼技術�
�

戦闘車両用セラミック・
エンジン�

アイセーフ・�
レーザーレーダー�

射出座席�
�

先進ハイブリッド�
推進技術�

浅海域音響技術�
�
�

弾道ミサイル防衛技術�
�

野戦砲用高安全性発射薬�
�

P－3Cの後継機の搭載電
子機器�
�

ソフトウェア無線機�
�

先進船体材料・構造技術�
�

艦載型対空レーダ�
�

艦載型戦闘指揮システム�
�

新弾道ミサイル防衛用誘
導弾�
�

航空燃料およびそれらの
エンジン排気にさらされ
る者への影響�

携帯型化学剤自動検知器�

項　目� 概　　　要�
共同研究・開発実施�
のための政府間取極�
の締結時期　　　　�

終了時期�

資料47　日米共同研究・開発プロジェクト�




